
 

 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（MOX燃料加工施設（1-144））」 

 

２．日時：令和４年７月８日（金） １３時３０分～１７時４５分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋上席安全審査官、中川上席安全審査官、岸野主任安全

審査官、田尻主任安全審査官、津金主任安全審査審査官、羽場崎主任安全審

査官、藤原主任安全審査官、大岡安全審査官、上出安全審査官、武田安全審

査官、瀬戸川安全審査専門職、髙梨安全審査専門職 

日本原燃株式会社 大柿常務執行役員 再処理･MOX 燃料加工安全設計総括 

          他１９名 

東京電力ホールディングス株式会社  サイクル技術グループ  

グループマネージャー 他 1名 

中部電力株式会社 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長 

九州電力株式会社 原子力発電本部 原子燃料技術グループ 担当 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

  なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１２

月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の認

可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１

２月２４日） 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html


 

 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX 燃料加工施設の設計及び工事の計画の 

変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 令和４年７月１日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年７月６日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設の設工認申請に関する資料提出」 

 
 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html


※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 ありがとうございます。 
0:00:01 しました。 
0:00:02 はい。 
0:00:04 それではただいまから日本原燃株式会社とのヒアリングを開始したいと

思います。 
0:00:08 本日のヒアリングは 042 年 12 月 20 日に申請のあった質問人のＡについ

て、7 月 1 日及び 7 月 6 日提出の資料をもとにヒアリングを行うものに
なります。 

0:00:20 まず規制庁の側の出席者ですが、本庁からフジワラオオハシタジリタカ
ナシオオオカタケダ。 

0:00:29 が出席になります。ウェブＥＸでは、ハバサキキシノツガネコサクカミ
デナカガワセトガワになります。 

0:00:40 それでは日本原燃から出席者の紹介と議題の構成の確認、説明範囲、達
成目標を説明してください。 

0:00:48 どんどんナカハマでございます。 
0:00:51 日本原燃側の出席者を紹介いたします。 
0:00:57 オオガキ。 
0:00:58 タカマツ。 
0:01:00 上口。 
0:01:01 伊藤。 
0:01:03 千原。 
0:01:04 カサモ。 
0:01:06 キクチ。 
0:01:07 トヨカワ。 
0:01:09 うちは 
0:01:10 サトウ、 
0:01:12 タカハシ、 
0:01:13 ヒロタニ、 
0:01:15 難しい。 
0:01:17 深瀬。 
0:01:19 佐藤。 
0:01:20 神野。 
0:01:22 笹木。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:01:24 仲村。 
0:01:25 ナカハマ以上となります。 
0:01:29 本日ご確認いただきます資料でございますが、1 回研究させていただい

てます。 
0:01:35 重大事故の 00－02。 
0:01:39 あと重大事故のちょっと抜けてございます申し訳ございません。重大事

故の 019 重大事故の十時 02。 
0:01:49 地震いいつけるＳＳ関係でございますけれども、地震 00－02。 
0:01:55 石井逸輝にＳｓ01、 
0:01:59 以上五つの補足説明資料のご確認をいただきます。 
0:02:04 それ当時 00－02 から、 
0:02:08 説明差し上げます。 
0:02:12 はい、日本イシハラでございます。すいません、説明の順番は 0002 以

下ではなくて、まず 10、01 という個別補足説明資料、以上一応 7 月 6
日に提出をさせていただきました。 

0:02:28 これも一番最後のページ 40 ページに、もし 40 ページのところにです
ね、7 月 4 日の安全機能を有する施設ああいうの。 

0:02:38 ヒアリングの際にやりとりをさしていただきましたいわゆるＤＢ統制そ
れぞれ基本設計方針から添付書類の流れという意味で構成も含めてどう
いう関係になっているかと。 

0:02:51 いろいろ整理させていただきました。本来であればこの資料をちゃんと
文字、文字で書いてですね考え方も含めてということで、書こうと思っ
たんですがすいません間に合わず、だけをまず提出させて今、考え方を
口で説明をさせていただきたいと思います。 

0:03:08 かつ、ちょっと節後に不親切な資料になってまして真ん中の点線による
江川ＡＤの話をしてます。真ん中の点線、下がＳＡの話ということでご
ざいますそういったこともちゃんと書いてなくて申し訳ございません。 

0:03:24 ＭＤの下のＳＭ、まず基本設計方針添付書類を流れていく流れはベース
は持つ感覚としては同じでして、 

0:03:36 個別の明文記述基本規則の状況があるものについては、基本設計方針添
付書類の流れで、それぞれ個別に添付書類を構成して説明をしていくと
いう流れです。 

0:03:53 ただ、ＳＡの中では環境条件の中でＤＢの個別部分が上がっているもの
の内容と同じようなことを、ＳＡの環境条件として伸びている場合は、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:04 この健全性説明書下位の流れですべて展開をしていく。ただし、 
0:04:09 ルート同じような計算ところであったり計算結果を示す場合には、Ｌ／

Ｄの個別条文として展開をしている計算方針、評価方針であったり、計
算結果の添付書類等、 

0:04:23 ご披露させてそれで説明をしていくという流れでございます。 
0:04:28 Ａ－Ｂのいただきますと例えば 3.3 の外部からの衝撃の損傷の防止、こ

れはベイビーとして、個別の条文があって、本設計方針としては 3.3 の
ところに意見設計方針を立てております。 

0:04:42 この流れが、何らかのところでいきますと、5－1－1－1、自然現象等に
よる損傷の防止に係る説明書というところで受けて、且つこの中で、基
本方針、 

0:04:53 線設備の選定があり、設計方針であったりという、項目があって、 
0:05:00 設計方針、基本方針、各竜巻とかの基本方針についてで、いわゆる 3.3

年、外部からの衝撃による損傷の防止で書いてある基本設計方針を受け
た形で、さらに詳細設計として展開していくという受け皿になっていま
す。 

0:05:17 この設計方針ができたところで、 
0:05:20 さらにはなります強度計算等の新垣東京計算の方針に従った計算書書き

という流れになります。 
0:05:29 一方、ＳＡの方がどうかとありますところの 3.3 の外部からの奨励金を

損傷の防止となるような内容は、 
0:05:38 8 ポツ、 
0:05:39 もう一つに、 
0:05:41 あ、すみません 8 ページの 2 ポツの共通要因故障の考慮等の中に、まず

あった上で、その具体の状況を、8.2．4 の関係を検討と。 
0:05:52 いうところで受けております。 
0:05:54 その内容がさらに検討に行くとどうなのかというと、うちの 1－4、括

弧、2.4 の（1）の観光関係条件、こちらで、基本設計方針で衣川様。 
0:06:07 教育長があるんだということを展開をします。 
0:06:10 都築。 
0:06:12 わかりました。外部Ｄの外部衝撃、例えば竜巻で浮き上がる 1－1－1－2

－1 の竜巻への配慮に関する基本方針と、 
0:06:22 法律が合うような形になっていると。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:25 さらに竜巻、ピンクで、5－1－1－1 の岩戸神尾さんといったような設計
方針に係るところ、 

0:06:35 この 5－1－1 の辺の、 
0:06:38 添付にあたります。2－1－1 の云々というところでいて、 
0:06:44 その経営方針として述べたことを詳細設計になったことを、 
0:06:49 この業者の側に預けると、先ほど申し上げた通り強度計算については、

ＤＢの制度があることが変わらないんであれば、 
0:06:58 ササキを一つの教育処理側で説明していくという流れで整理をさせてい

ただいてございます。 
0:07:04 はい。 
0:07:05 今回、今後、5－1－1－4 まではですね、これ発注になってございます。

これは 
0:07:15 端的に言いますと、 
0:07:17 今回、3.3 の建設業者のデービーから来る、 
0:07:21 対象物云々加工建屋おると。 
0:07:24 上の 8 度、2－4 の関係表検討から流れてくる増大事項等対応施設を設置

する建屋、 
0:07:33 大幅に増加高となりましてこれは全く同じ部分を対象にしているという

ことで、 
0:07:38 強度計算の方に預けたときに、デービーと考え方が一緒だよということ

で、真ん中の固定部である 5－1－1 年で、 
0:07:49 しゃべることは、特別にいらないだろうということで今回、この検討

は、 
0:07:55 申請対象としては少ないという形で整理をさせていただいたと、いうこ

とでございます。 
0:08:01 もう一つのグループとしては、別府。 
0:08:04 基本設計書ＤＢでいきますと、この火災警備の損傷の防止、こちらが個

別の条文が立っているので、51－1－6、これで、 
0:08:14 浅井の検討に流れていくと。 
0:08:17 同じように、火災については 15 番の 20 年度の増分がありますので、同

じ時、 
0:08:25 消防の（1）、（1）関係のところに行っていただきますと、最後、び爆

発防止に関する説明書ということで、5－1－1 どこで受けると。 
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0:08:36 いうことで、個別業務に当たっているものは、それぞれの店舗に預けて
いくと、後整理だということになります。 

0:08:43 この 40 ページの説明は以上になります。 
0:08:54 規制庁の藤原です。では規制庁側質問ございますでしょうか。 
0:09:01 規制庁タジリです。 
0:09:03 基本的には多分上と下企画しながらっていう説明なんだと思つなんです

けど。 
0:09:08 まず左から行っていくと、基本設計方針書いてあって説明書としては河

西の条文立ってるんでっていうので急いでも書いてますって話だったん
ですけど、業績法人も地震だろうが、 

0:09:19 ちょっと取り込みは別かもしれんけど火災だろうがいるとは思うんです
ＳＡの方でもいるとは思うんですけど、そこは単に書き漏れですかね、
なんか上としたを比較しようとするときに何か、ぶら下がり方がその時
点から一応今は書き方は違うんですけど、 

0:09:35 はい、ウエルシアでございますはい。申し訳ございませんそうですね。
笠井も 5 の中に、ＳＡの話も入ってますので、下の瀬川にこの、いわゆ
る分析方針の項目を立てた上で、 

0:09:50 それと本、5－1－1－4 との関係等などを説明しながら、右に流していく
というのが必要だと思います。以上です。 

0:09:59 規制庁鳥居です。なので衛藤本文レベルとしてはまず基準要求として、
衛藤地震とか松波とか地震等価火災とかそういうふうに、ＤＢでもＳＡ
でも建てるやつに関しては同じような構成になるけれど、 

0:10:14 外部事象とかそういう形のものに関しては健全性説明書で受けるような
形になってるんでそこの構成のところについて、今回比較して説明した
いってことでまずよかったんすかね。 

0:10:25 はい、吉田でございますはい。ありがとうございますおっしゃっていた
だいた通りでございます。 

0:10:30 規制庁たりです。その際なんですけど、 
0:10:34 外部事象に関しては健全性説明書のところで拾うなぜこれ、要は右端の

ところの最後の 3－2－2－1 とかの、ＳＡ耐震どっかで追加するような
3 教材の三つのところは置いておくとしても、 

0:10:47 それ以外のこの最後の要は評価であるとか耐震ところっていうのはＰＰ
ＳＭ結局合わせての形になるので、多分年下中 2 回同じような書いてあ
りますけど同じものが買われていて、で、 
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0:10:58 帰って入れてっていいますかちょっと微妙に違うんでそこは後で聞きは
しますけど、基本的に最後評価とか計算とかまとめてやるけどそこにつ
なぐところの花Ｃを今回今説明されたということでいいか、いいですか
何か。 

0:11:11 ちょっとわかり平野で抽象的な質問ですみません。はい。まず、そうで
すねおっしゃっていた通り右側にある、1－1 の死産の若干書き方が違う
のですが強度計算なんかも、 

0:11:25 方針というのは同じものを並べて、そこにジョイントしますということ
が言いたかったことになります。 

0:11:32 そのような原因とするために必要なことは、5－1－1 年だったり 5－1－
1－2 であったりというところでちゃんと受けた上で、そこに橋渡しがで
きるようにするという説明がしたかったということでございました。以
上です。 

0:11:46 規制庁田尻です。何か中部、中間っていうのが真ん中ぐらいのところで
各事象それぞれ結局聞いてることになると思うんですけどまずＤＢの観
点で前回のヒアリングを踏まえたと思うんですけど、内部発生飛散物の
話は結局、 

0:12:00 点検方針改定別紙 4－1 で飛ばさない対策をするところの説明でしてる
からここに書いてあって、 

0:12:07 だから説明書はぶら下げてなくてって古藤でいいですかねこれは。 
0:12:11 この間、吉田でございます。そこをちゃんと説明したかったですねすい

ません前回ホールディング 4 日のヒアリングを受けまして中で議論をし
ました。結論としては、今おっしゃっていただいた通り、テープをつけ
ることなく、 

0:12:26 上の 1 年齢ＢＳＭをそれぞれちゃんと内部は生産に対する設計上の考慮
というのを全部書き切るということで整理をさせていただくということ
でございます。以上です。 

0:12:37 規制庁谷です。今の説明で 1 点なんですけど、ＤＢもＳＡもっていうふ
うに言った時今のは、ＤＢのところで飛ばないと説明をすればＳＡも包
含できるって話をしてるのか、ＤＢの今上に書いたやつと同じようなや
つをＳＡの経典説明書のところでも内容的場須賀立川金井が内容を盛り
込むという話をされた場合まずだけ見ると、 

0:12:56 上のＤのところだけ言ってですねところになかったので今のはどっちの
説明でしたかね。 
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0:13:02 すいません人間者でございます。はい。エクセルとＤの違いはもう構成
として、確かに上部状況の形であるＢ側は個別の項目を立ててます 1.5
の中に入ってます。 

0:13:15 そういうのを環境保健とかの中に含まれた形になってますのでこの中に
置いて、全部展開するということで整理をさせていただいてございまし
た。考え方は一緒でございます。以上です。 

0:13:27 長谷です。 
0:13:29 これ比較するときに、それぞれの事象家、そんなパターンがあるわけじ

ゃないんですけど、さっき言った条文が立ってＢのＳＡの条文が立って
るやつ等立てないやつと、 

0:13:39 ＤＢある程度家についてそれと同じようなやつを今みたいに環境条件の
レベルで盛り込んでしまえば終わりというふうに整理してるやつとかの
パターンがいるような気がするので、個別のやつを多分今から製販製造
班中心に多分聞いていただけると思うんでそういったところがわかりや
すく説明してもらえれば、わかりやすい気がするんでよろしくお願いし
ます 

0:13:57 前回からの続き部分があったんですいません。最初出ちゃいましたけ
ど、自分からとりあえず以上です。 

0:14:07 他、規制庁が質問ありますでしょうか。 
0:14:18 ではないようですね。すいません。 
0:14:23 ＪＲさんあるんじゃない。規制庁の打田ですね等、言ってさ、先ほどち

ょっと田尻が言いかけたところでも関係するんですけど、一斉のところ
ろうについては、添付のところの名称が、ＤＢの方とちょっと違う気が
するんすよ。これってただ単に動きと思っていたらいいですかね。 

0:14:41 最後のところで充実するっていう話もあったんですけど。衛藤Ｄの方と
同じっていう理解でいいんですか。 

0:14:50 はい。今西でございますはい。ＤＢと同じでございますまず 1 項の 1－1
－7、加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書、大枠
のタイトルは、 

0:15:02 わかりませんのでそこをちゃんと書いた上でさらに、現状考えてました
のはその中の 1 が 1 個多いですねすいません。5 日のうちの 7 年が正解
ですＳＬＩ会計の違う以降のが間違いですすいません。はい。 

0:15:20 朝、何名かによって、 
0:15:22 もう一世が 
0:15:25 1－1－7 が、はい。 
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0:15:29 間違いない。 
0:15:30 4、 
0:15:33 溢水が入っているので、 
0:15:36 もう 1－1－7 っていうのが、 
0:15:40 はい、与儀西浦でございます今おっしゃっていただいた通りでございま

す一世の方のロビーの方で、は－1－1－7－1、絡むところの方針は降雨
ＳＬＡいきますと健全性説明書に 1 回受けます。 

0:15:55 あとは設備の選定であったり評価条件として水を単独で作業する必要が
あるものがある場合には、この 1－1－4－27 でその設計方針を立てた上
で、55－1－1 の 7－4 の計画課の方の規制影響に関する評価。 

0:16:13 税務処理で、ＤＤＳ合体させて評価に展開していくというのは、ベース
の考え方でございます。以上です。 

0:16:22 規制庁の藤原です。わかりました。 
0:16:25 てます。私、伊勢町タジリですばつなぎ的に自分からいくつかなんです

けど、まず、今ＳＡところのところの設計方針のところで書かれてるの
が、溢水竜巻外部火災効果火砕物地震で可搬型体制が書かれていて、神
田先生の話は耐震のほうの除雪の話とは別にここに書かれてると理解
し、 

0:16:43 普通、竜巻外部火災降下火砕物上に書いたものっていうのも理解するん
ですけど、ちょっと溢水はイレギュラーなんで後でもう 1 回聞くんです
けどこれ一応形としては、 

0:16:54 設計方針という形なんで、別に竜巻外部火災ここ火砕物以外のシミュレ
ーションも全部ここで呼んでるでよかったでしたっけ、あのＳＡの方で
す。 

0:17:03 はい、荻野石田でございます。まずう 5－1－1 の案こちらで、ちゃんと
設計方針としてベースで謳うべきものを謳うというのが前提でございま
す。 

0:17:13 その上で竜巻、火山とかで言っているような、詳細設計に係る設計方針
の添付書類というような、性能目標であったりとかいう、要求、 

0:17:26 項目であったりとか、あとだけ提供料計算に預けるとかそういう、もう
一つワンクッションの設計方針として語るべきものがあるというものに
ついてはこの 5－1－1－4－2 で受け、 

0:17:37 う形で考えておりました。以上です。規制庁舘です。それでＢＢＳ考慮
している事象というのはすべからく拾う形にしていてさっきの何か発生
したことに近いのかもしれないんですけど概略の設計方針だけで例えば
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降水だろうがなんだろうがそれに対して耐えるように設計しますよって
いう排水とかいろいろ 

0:17:53 話はあるんですけど、そういった内容というのは健全性説明書の 5－1－
1－4 レベルのところに盛り込まれていて、そっから詳細を落とす形のも
のも今の 5－1－1－4－2 っていうところで述べるようなやつは、 

0:18:07 個別の説明書のところでＤＢのほうで述べてる間、要は設計の紙の詳細
設計に繋がるようなものとして書いてないから、基本的にはそこに落と
さずにその手前でけりをつけてるっていう整理でいいですか、今の感じ
だと。 

0:18:20 はい。上野石田でございますはい。今おっしゃっていただいた通りの考
え方でございます。 

0:18:25 規制庁鳥居ですぜひ置いといてとりあえず事実確認だけしてた方がい
い。いいかなと思うのでちょっとさっきの溢水に飛ばしたところなんす
けど、ちなみに溢水に関して言うと、例えば一斉防護設備とかっていう
とあれ評価の代わりに何か、 

0:18:39 強度評価とかの話もありませんでしたっけ。あいつ強度って何でしたっ
け、関とかそっち系の話。 

0:18:47 はい。与儀西浦でございます。 
0:18:50 強度評価ありますすいません、そういう意味でいくと、後、このような

会計の書き方がちょっと中途半端で、後の 1－1－7－4 で合流した後に
出てくる添付書類は、 

0:19:01 どうした形で展開するつもりでおりましたので、全体プログラムによっ
ての右側の点線ところにちゃんと全部書いて、整理をさせていただけれ
ばと思います。以上です。 

0:19:11 規制庁谷井です。今、ＤＢの方だと、石井の条文だろうが外部事象の条
文だろうがヒアリングで話を聞いてきていて別紙 4 ですかね添付の前の
方で構成の図説明していて、そっちの方では多分今日の話も含めて書い
てたような形だったと思っていて、 

0:19:27 なんでとりあえず、その整理として今日ぎりぎりまとめてこられたのが
この形ってのは理解しつつも結局、抜けがあっても良くないはＣのはず
なので、絶対漏れなくちゃんと整理しましたよっていう形でいずれ見え
ていただけるものだとは認識するので、 

0:19:43 そういった点に関しては忘れずに対応いただければと思います。 
0:19:48 はい。石田でございます先ほど言った通り、資料の 1 のＳＦＲ環境状況

でどういったものを漏らしているかとかっていうのも含めて、全体に抜
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けなく我々が説明したことがわかるように添付書類の構成も含めて整理
をさせていただきたいと思います。以上です。 

0:20:06 ちょっと言いターニングす。よろしくお願いします。それで 1 回自分か
らは以上です。 

0:20:11 社長オオハシですけれどもちょっと、 
0:20:13 事実関係だけ確認したいんですけれども、この右の方に、1－1－7－4 と

いうことで溢水、表影響に関する評価っていうものがあって、 
0:20:25 こちらの 08 の共通 08 の方を見ると、次回以降というふうなことで、次

回以降申請というふうになっているんですけどこれを実際、廃炉という
ことでよろしいんですかね。 

0:20:37 はい。夕飯でございます背弧のちょっと入れの使い方も全部うまくでき
てなくてタイトルは配布してなかったので全部黒になっちゃいますけど
そこも含めて、ちゃんと精査をして、はい。体目としては次回以降にな
ります。以上です。はい。 

0:20:52 承知しました。 
0:20:57 このほかに原子力規制庁側で質問ございますでしょうか。 
0:21:02 できちょコサクです。それぞれは理解したようなんですけど私がすいま

せんをつけてなくて、 
0:21:10 木、 
0:21:11 くその公費対比してみると書き方が悪いところは置いといてですね。 
0:21:17 ＳＡの 5－1－1－4－2 っていうのは、ＤＢで言うどこになるっていうこ

とだったんでしたっけ。 
0:21:26 はい。乾イシハラでございます。5 のうちの 1－4 にはですね例えば竜巻

でいうと 5－1－1－2－3、竜巻の影響を考慮する施設の設計方針とその
後の 

0:21:40 影響考慮せ施設の選定というのも絡む部分ありますその辺をカバーしよ
うというのがもともとの考え方でございます。そういう意味で今、ちょ
っと設計 5－1－1－4－2 のところにもやっぱ書いてところに対して 

0:21:55 基本方針というのはちょっと若干言い過ぎでしてこれ 5－1－1－4 で受
けなきゃいけない部分もありますので、設備選定要求機能性能目標に関
する事項というのを正しく 

0:22:06 共同一般店舗の中で、整理している項目をここで受けたいというのが考
え方でございました。 

0:22:13 規制庁コサクです。 
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0:22:17 そうですね。 
0:22:19 図の書き方っていうとあれですけど、 
0:22:22 余りにも、 
0:22:23 まとめて書かれたので、 
0:22:25 横の繋がりなりがわかりにくかったっていうことかと思いますが、 
0:22:30 大枠はあれですかね、左側が基本設計方針等、大枠受ける。 
0:22:36 添付があって、真ん中が具体の設計方針。 
0:22:43 評価方針は、 
0:22:47 緑化方針が一番右の方ですねいわゆる協力機関に 1 回、はい。 
0:22:52 わかりました。真ん中が設計方針で評価方針は、左側で、ごめんなさ

い、右側に行って表、さらに評価結果に繋がる 
0:23:02 いう概念でまとめていてそれを、ＳＡはここに費設計方針書くんだけ

ど、 
0:23:10 ＩＳじゃないＤＢはここに書くんだけど、 
0:23:14 ＳＡは 5－1－1－4－2 にまとめますっていうことですか。 
0:23:20 はい、峯志田でございますはい。スタートが 5－1－1 の方の環境条件が

出てくると、いうのもそこで 1 回全部受けるという形で整理をさせてい
ただきました。 

0:23:33 規制庁、宗です。そうしたときに、この後の 1－1－4－2 の中身と、 
0:23:40 ＤＢのほうの 5－1－1 の一位だったり、 
0:23:46 1－1－611－7 と言ったところとの関係と、 
0:23:52 いうのは、 
0:23:54 基本、一対一にしていくっていう。 
0:24:00 はい。西原でございます。ペースとしてはそうです一対一にしようと思

ってます。あとはもともとの 
0:24:09 ＳＡ側の要求機能としてＤＢと若干違う部分があるんであればそれもカ

バーするということが必要だと思いますけど、ベースは同じにするとい
うことで考えてました。 

0:24:21 はい、わかりました。今言われたように、構成としては、ちゃんと対応
関係が見えるようにしていただいて、その中でその違いを設けなきゃい
けないところっていうのを明確にしていただくことで 

0:24:36 類型としても綺麗に整理ができますし 
0:24:40 し、 
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0:24:40 気をつけるべきところというのをしっかりと説明いただけるようになる
こちらも確認できると、いうことだと思いますのでよろしくお願いしま
す。この図もそういうことがわかるようにしていただけると非常にいい
かな 

0:24:53 思います。 
0:24:57 ちょっとそれで、 
0:25:05 これはＳＡの別紙 4－1 の問題かもしれないんですけど、 
0:25:10 環境条件の中 2、1.2Ｓｓっていうのもあるはずなんですけど、 
0:25:17 2.62 特出しされていて、 
0:25:27 そっから別紙 4－2 という枠に出ていくということになってるんですけ

ど。 
0:25:35 これわあ、 
0:25:39 構成として環境条件から、 
0:25:41 別紙 4 の 2 っていうところに飛ぶのではなくて、或いは 4、一番上の、 
0:25:49 一番上のじゃないか。 
0:25:53 そうだな。 
0:25:54 ごめんなさい。ちょっとここ、私自身混乱して申し訳ないんですけど、

環境条件のところは、今点線耐震、飛ばしてるところもあるので、基本
すべてが入っていると。 

0:26:07 いうことで、それを耐震ワー、通常の耐震は、上の 5 号の 1－1－4－2
を経由することなく 3－1 に飛ばすと。 

0:26:21 一方で 1.2Ｓｓは、 
0:26:23 添付 2、次の添付 2 飛ばすのではなくて、 
0:26:30 Ｓ4 の 1 で整理をしている 5－1－1－4 の中で、2.6 っていうところに飛

ばし、そこから別紙 4－2 で求めている 5－1－1－4－4 
0:26:42 に行くという 
0:26:46 全体は、この 1－1－4－2 っていうところでまとめますと言ってること

と耐震がこうルートがつくちいなりかつ、 
0:26:55 手前で枝葉がお別れっていうのはこれはどういうコンセプトだと思う。 
0:27:00 はい。日本原燃車でございます。その点につきましては同じ、十時 01

のですね 33 ページからの参考 3 がこれが参考へのかっていうのちょっ
とさておきですね参考 3 のところを、 

0:27:15 見ていただきたくてですね、これはいわゆる許可の有無入れる構成が左
側、その中での、 
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0:27:25 それを受けた今回の基本設計方針の構成が右側になります。 
0:27:30 この中での、いわゆる 
0:27:35 600 加工施設の一般工場を括弧とその他主要な工場（2）重大事故と対象

施設の中の、これにも、 
0:27:46 であったり、Ｃであったりでやってることの中ですでに先ほど、次耐震

の話と、1.2 施設の話を、 
0:27:55 環境条件として、必要な項目を行った上で、 
0:27:59 その本文のいいときという。これ 1Ｐ施設のちょっと鍵括弧が十分につ

いてますけど 56 を立てて整理をしておりました。 
0:28:08 それが実際どう書かれてるかってのが 34 次、右下 34 ページを見ていた

だきますと、 
0:28:15 いわゆる 2 番目の四角のところで、例えば常設重大事故対処設備がＡポ

ツ、何かが始まって、常設重大事故大雪病棟また始まっている。 
0:28:28 もう（ホ）時重大事故等対象施設の耐震設計、 
0:28:33 基づく設計とするこれがいわゆるＳｓに対する話をしていて、さらにそ

の下に、また、設計基準事項において想定した状況が厳しい状況要因と
した外的事象の地震に対してというところは、 

0:28:45 ロのかっこ（2）Ｅ2 の写しとする評価事項と大雪の耐震設計に基づく設
計とするということでここで、 

0:28:55 すみ分けをしてそれぞれ必要なボックスを入れるということをやってお
りましたこれを踏まえた上でそれぞれの項目、基本設計方針側に立てた
上で、 

0:29:06 耐震設計は業務、 
0:29:11 テンプレート 3 のシリーズにここを、5 が 1－1－4 で受けるチームとい

うものを分けて、それぞれ書き分けていたということでございました。
以上です。 

0:29:25 古作です。第、許可の振り返っていただいたところ、 
0:29:37 わかりやすくんなってる気はするのですけど、概念としては、 
0:29:46 環境条件ってとこには全部あって、そのうち、 
0:29:49 別事。 
0:29:52 長文だっている地震。 
0:29:57 河西。 
0:29:58 地盤、ちょっと順番すいません。めちゃくちゃ。 
0:30:01 津波、 
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0:30:03 いうことについては、 
0:30:08 その条文で基本ＤＢと同じようにしますという制限があるので、 
0:30:14 ここはもうそれも踏まえて、す直ＤＢと合流させますと。 
0:30:22 いうことで、それ以外の考慮事項というのは、詳述しますということで 
0:30:29 別紙 4－1 のところで、徳田詩央氏、 
0:30:32 なので地震を要因とするっていうところの耐震設計と、 
0:30:39 火災で条文要求のない、 
0:30:42 これは可搬 
0:30:44 内部火災ということで、特出しをしていますと。 
0:30:47 徳田氏をしたものは、 
0:30:51 奥田氏の点。 
0:30:53 江田 
0:30:55 5 番郷出野。 
0:30:58 添付書類を作ります。 
0:31:01 いう。 
0:31:03 没頭。 
0:31:05 と理解をしましたが、それ、そうすると何か残り分が、 
0:31:12 一番上の 4、5－1－1－4－2 っていうふうになっちゃって、 
0:31:18 いて、 
0:31:21 言うんですけどそういうことで、 
0:31:25 金、 
0:31:28 はい、井上理事者でございます。はい。見事にベース化されましたの

で、ちょっとタイトルも含めて、ちょっとどういう関係なのかがわかる
ようにちょっと考えたいと思います。 

0:31:39 はっきり言って、おっしゃっていただいたように、残りの学校に集まっ
たというふうに変わりはない、ないです。はい。ただそうそうではない
と思ってますので設計方針としての構成を考えて、 

0:31:49 あるべき姿にちょっとしないといけないとは思ってます。以上です。 
0:31:56 はい。 
0:31:58 そうですね。 
0:32:02 そうではないようにっていうと結局は何か、この 1－1－4－2 で全部受

けた上で、それぞれに飛ばしますみたいになるような気もするんですけ
ど、でもそうするとわざわざ 
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0:32:15 迂回するような形にする必要があるのかっていうふうにも見えちゃうの
で、 

0:32:24 念のため会、重複しても書いときますぐらいなんですか。根井。 
0:32:37 はい。この部分は、 
0:32:40 同じように、別紙、例えば 5－1－1－4 で言うように、こういうことに

ついてのセキュリティの考慮だって設計方針については、5－1－1－4－
4 で宣言しますとかっていうのを、 

0:32:53 ここで再度紐付けをするぐらいあまり中身を変えてもしょうがないと思
いますので項目として抜けがないようにということかなと思います。は
い。 

0:33:02 はい。 
0:33:04 規制庁小迫です。真野な、何らか、 
0:33:08 クリアになる体系にしてもらえればと思います。で、その点 
0:33:18 よくわからなくなったのが、 
0:33:23 うん。 
0:33:24 横谷なんですね 5－1－1－4－2 の中 2 地震（カ）版っていうのが入って

て、 
0:33:32 そこまで含めると、 
0:33:35 一番上とその次の、 
0:33:37 3 に行くのと、 
0:33:39 徳田市の市した緑等と、 
0:33:44 いうことで、何だかよくわからないまま三つに分割されてるっていう。 
0:33:49 ところがあるので、それは、 
0:33:56 体系としてはちゃんと書かれる形にはなるんだと思いますけど、 
0:34:01 ちょっと混乱するので、そのあたりをどう 
0:34:05 見やすくしていただくかっていうことかなあと。 
0:34:09 思うんですけど。 
0:34:13 結局それはす。 
0:34:15 ここで三つに分かれた後どうなるかっていうと、 
0:34:21 その先は、 
0:34:25 どうなるんですかね。 
0:34:30 はい。日本原燃瀬谷でございます。はいそういう意味では、いろんな市

の中でちゃんと項目を変えて、それぞれ、 
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0:34:43 ＩＣ常設重大事故対処設備に関するものあと常設重大事故対処設備を収
納する建屋に関することは、3－1 の方に行くんだということを、計算の
位置にいくと。 

0:34:55 3－1 の設計方針に従って、それぞれ耐震性に関する説明をした上で、Ｓ
ｓに関する計算書がついてくるということです。 

0:35:05 判例については同じように可搬型重大事故対処設備は、通常の耐震性と
しての要求事項を機能が維持できるということを説明後の 1－1－4 の中
で説明をしますのでこれを、 

0:35:20 5－1－1－4－2 に受けて、さらに、鳥羽ササキがいるんですけどこのリ
ンクがなければ取れてないので、そこまずちゃんとリンクを取って、誰
がどこに行くかも。 

0:35:31 説明ができるようにしたいと思います。一方 2.6 で出てくるもののピン
クってのも当然 

0:35:38 （1）の環境条件の中で、過半に対する話が、 
0:35:46 出た上でのリンクになりますのでそこがわかるようにと、今 15－1－1－

2 に上がった上で、5－1－1 の何から、 
0:35:57 具体的にその右に行く線から分岐して下に流れていく線これがですね、

実際の内側にして、これは別のところの項目を立てて起こさなきゃいけ
ないところが若干狂っているという気がしてます。 

0:36:11 1 点目ですと、何か損庁舎みたいに見えるところをちょっとちゃんと分
けてＳＯＡ住み分けをして、あるべき姿にしないといけないかなと思っ
てました。以上です。 

0:36:22 はい。補足ですそうですね。その辺りがよくわからなくてで、結局はで
すね、 

0:36:31 環境条件カラー3－1 とかに飛ばすところの概念と一緒なんですけど、Ｄ
Ｖ等、 

0:36:41 ＳＡで何が違うのか、一緒なのかということを明確にする体系にして欲
しいということなんですね。過半の耐震であって、動的機能維持ってい
うところで言えば、ＤＢでやってることと変わらなくて、 

0:36:56 それが 
0:36:57 Ｓｓなのか 1.2Ｓｓなのかっていうのもあるのだと思いますけど、それ

もそんなに変わるものではないと思うので、 
0:37:06 この説明事項はですね。 
0:37:08 する等、 
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0:37:10 ちょっとよくわかりますけど 3－6－1、6－2 とかってするのが、 
0:37:16 するのにしても、 
0:37:18 Ａ3 の、 
0:37:26 3－2 ですかね。 
0:37:28 中との関係で見やすくするとか、 
0:37:32 言う古藤なんでしょうし、 
0:37:37 そのあったり、6 府っていうのはどこまで進んでますかね。 
0:37:46 すいません耐震のヒアリングの場になって申し訳ないんですけど、 
0:37:52 はい。日本エリアでございますすみません私が答える範囲が限られるか

もしれません。全体の住み分けの中でちょっと 3 のシリーズ、いわゆる
常設側の設備であることと、伴、ＳＡとして 4－1 からくるところ、 

0:38:09 ビンゴの 1－1－4 からくるところっていうのも整理はちょっとこちらで
やらなきゃいけないと思ってますけどまだ十分頭の整理ができてないか
もしれませんちょっと考えてることを紙に起こして、 

0:38:22 これを精緻化するときにちゃんと住み分けができるようにということで
させていただきたいと思います。その上でもう一度これをちゃんと綺麗
にですね、書くべきほど書いてお出しをして、もう一度説明をさせてい
ただくという機会をいただければなと思ってました。以上です。 

0:38:43 はい、古作ですぜひお願いします。 
0:38:46 特に今の話でいうと、耐震が分かれがすごいので、それがーどう分かれ

たのが、最終的にはどうくっついてくるのか、款それぞれの内容が関連
性をどう説明するのか。 

0:39:03 いうことかなあと思います。 
0:39:11 ジャパン的にはですね真ん中のオレンジが非常に 
0:39:17 添付書類の表題が浮いた感じになるんですけど、これって実用量の時か

らこんな表題なんですか。 
0:39:30 はい。乳井の石原でございますはい正直、 
0:39:35 真似させていただきましたっていう世界でして、今回ちょっと整理をす

る時にどうあるべきかもうちょっと考えたいと思います 
0:39:46 そのまま持ってきて、今、我々としてその自然現象がちょっといろいろ

と整理をしていたのもあるので、そういう意味で今回設工認を出すにあ
たって全体を、添付書類の構成なりそれぞれの役割分担なり、名和田井
を表すというような名称の話であったりっていうのを、 
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0:40:04 いずれ整理さの中の一つのアイテムとしてやはり、ここの整理をしとか
んとあかんかなと思ってますので、そこをちょっと考えさせていただけ
ればと思います。以上です。 

0:40:16 はい。わかりました。 
0:40:20 最終的にはあまりこだわり過ぎてもしょうがないかなと思うんですけ

ど。 
0:40:24 何もこの図を見ると、千賀工作してるっていうのが非常に 
0:40:31 違和感を感じるところがあるので、 
0:40:34 そういうところも含めて綺麗に流れるようにしていただければと思いま

す。 
0:40:46 それで内部発生飛散物については、ＤＢの方は明示的に書いてあるから

分かれているけども、清は全体的に環境条件というところでまとめてま
すと、 

0:40:58 いうことでそれはそれでいいんですけど、 
0:41:01 その考慮事項ワー、5－1－1－4－2 の中に入ってまた展開をしていくっ

ていうことになるんですか。 
0:41:12 はい。井手イシハラでございます。そこで言えば、今考えていたのはこ

っちのうちの 4 の環境条件の中で書き切るということを考えてました。
ただ 

0:41:25 若干誠意を持ってくると許可の時の要求事項で影響を及ぼさない一井、
設置するっていう要求が出てきます。それはいわゆる加害者被害者を並
べて、 

0:41:36 配置で示すっていうことも必要になりますので、そう考えたときにその
まま、後の 1－1－4 で書き切って、カタノ等も含めて整合とれるかどう
かっていうのも考えた上で、 

0:41:48 子供の店舗に預けるかっていうのも、整理をしていきたいと思ってまし
た。以上です。 

0:41:56 はい。コサクですわかりました。ＤＢの方が、5－1－1－4 
0:42:03 の中で 1.5 です完結させると、いうこと。 
0:42:09 との対応関係だと同じ添付書類の中の 2 ポツなので、 
0:42:13 入れたいなという思いはありつつも、2 ポツの中でのトーンがどうかと

いうことで検討すると。 
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0:42:23 いうので理解を悩ましいところだということは理解をしました。今後、
書き進めていった中で、内容確認できればと思います。私から以上で
す。 

0:42:39 その他確認事項はありますでしょうか。 
0:42:44 藤規制庁カミデですちょっと耐震の話をもう少し聞こうと思うんですけ

どその前に、 
0:42:52 エッセイの方で、 
0:42:55 今回申請建物、申請対象ＭＯＸの建屋で、なのでＳＡ側においても竜巻

とか火山の設計はあると思うんですけど、もう 11124 とかですね。 
0:43:10 で、 
0:43:11 そこに多分、ＳＡも踏まえた計算結果が出てくるんだけど、その手前に

ある 51142 が、灰色になってるっていうのはこれどういうことなんです
かね。 

0:43:26 はい。日本原燃石田でございます。これは冒頭ご説明した通りこのＳＡ
Ｄができますと、5－1－1－2 が 1 から順番に例えば竜巻でいくと流れ
てきて、 

0:43:39 5－1－1－5 に行って、対象施設を選定します。ちょっと宗が始まり、ち
ょっとお待ちください。 

0:44:06 失礼いたしました。施設の選定ということで、これ 5－1－1－1－2－2
他建物も含めて全体の対象物が明確になります。その上で、 

0:44:18 今回第 1 回は燃料加工建屋が対象になりますので性能目標であったりと
いうような詳細設計も設計すべき、共同計算に預ける目標、その 3 番目
の部署で、設計方針で書きます。 

0:44:31 今回はこの対象物が燃料加工建屋というもので同じようで、条件をＤＢ
と衛星同じでございますということも考えた上で、今回は、 

0:44:43 この右にあります－1－1－2－4－1 の強度計算の方針にくるところで、
衛星の 5－1－1 の方から、正して、その前に設定すべき性能陸風とかは
3 番目の添付書類書いてある遠藤加工建屋として設計したものと同じで
すと。 

0:45:01 いうことを書いて、そのままその下に進めるという形にさせていただき
ました。は、じゃあ、違う分解能するかっていうのがまさしく後の 1－1
の意味で、精読時に発見すべきものがある場合はこの検討の中で衛生目
標だったり要求基準を設定して、 

0:45:18 共同計算に預けるという形にさせていただこうというのが考え方でござ
いました。以上です。 
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0:45:26 はい。規制庁神戸です。一応分という感じで、聞いておきます。規制
庁、それとすみません、1 頭の整理なんですけど。 

0:45:37 今のお話だと右端の強度計算の方針ところならそっちの方で拾うような
気配はしますけど、今の横並びをとったときなんですけど、この 1 の一
井の 

0:45:50 5－11－2 シリーズのやつっていうのは一応県衛藤 5－1－1－4－2 シリ
ーズで受けるってなった場合、そこと同じですよっていう話は、この 1
－1－4－2 に書くんじゃなくてその下部に書く話を今されたんでしたっ
け。 

0:46:08 はい、峰志田でございます現状の形としてはこの 5－1－1－4－2 を飛ば
して、5－1－1－4－2。 

0:46:18 この 1－1－1 の 2－4－1、竜巻への配慮が必要な施設等の共同計算の方
針のところで、キャッチアップしてる形になります。 

0:46:27 規制庁田尻です。 
0:46:29 なんで一応対応関係でいうと、5－1－1、竜巻配慮説明書に対応するの

は、衛藤。 
0:46:39 ＳＡ設備の設計方針説明書の方になるんだけれど、 
0:46:42 今回に関して言うと対象設備が同じっていうことなので、強度計算のと

ころ 
0:46:49 一歩前で拾うこともできなくはないけれどそこんとこであえて書かなく

ても共同計算とかに書けば十分というふうに今は整理しようとしている
ってことですかね。 

0:46:58 はい、上原でございますはい。そういう形で今整理しておりますそれは
まさしく県と真木とかの、別紙シリーズの米ＣＭ頭についてパワーポイ
ントのシミズを今そういう形で整理をさせていただいてました。以上で
す。 

0:47:13 規制庁タジリです。 
0:47:15 竜巻とこの頭ついてるやつ一気に伸ばしてるのは認識してたんですけ

ど、その途中部分のところに何を書かないのかというのが西木山式でな
かったんで、今はそういう整理をしているということだけはわかりまし
た自分からは以上です。 

0:47:32 その他、確認事項ございますでしょうか。規制庁上出です。それちょっ
と耐震の話なんですけど、先ほど古作も言ったように 

0:47:45 共通要因と環境条件から、1 点にするとかしてるところがあるので、こ
の中に含まれているんだけどその辺が、 
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0:47:55 明記されないまま、この表を作っているところがまた、ややこしくなっ
てるところなのかなっていう気がしていて、 

0:48:04 具体的に言うと 5－1 一井の 4－2 の地震、括弧可搬型ってあるんですけ
ど、 

0:48:16 先ほどの説明を聞いてると、ここには 1.2Ｓｓも入ってることなんです
ねそういうイメージなんですね。 

0:48:27 今西原でございますちょっと私の方でうまくなかったかもしれません
1.27 の話は 2.65－1－1 の 2 ポツ 6 から右にスライドするところを全部
やってアップしようと思ってました。 

0:48:42 その規制庁カミデです。それだと 51142－Ａから出てくる矢印の分岐が
そもそもおかしくて、 

0:48:51 から、その 1.2Ｓｓの計算書ようなものはないから、何か 1.2Ｓｓの過半
は、 

0:49:01 5114 に飛ばしてるのかなと思ったんですけどそういうわけでもないんで
すか。 

0:49:17 はい。すいません入園者でございますちょっと私もちょっとぐちゃぐち
ゃになってきましたもう 1 回整理をさせていただきます。2.6、20 年の
重大事故と対設備、施設の対新規設計のところにはまず 1.2Ｓｓ技術地
震動の 1.2 倍の地震力に対して、 

0:49:35 機能が維持できるというのが出てきます可搬型増大抗体設備そのものの
耐震設計の話が出てきます。一方、環境条件のところで可搬型重大事故
対処設備に対して固縛等の措置を講じるというのが出てきます。 

0:49:50 これも受け皿を、5－1－1－4－2 で受けようと思っていたところでした
ちょっと説明がごちゃごちゃになってすみませんの上で、それをさらに
耐震工学の強度計算というか耐震計算というか、 

0:50:04 こちら側で計算を受けるという形でリンクを飛ばすという形ですので、
それも 4－1 でｃｆ－1 のところが、確かにここはあんまりちゃんと書い
てなくて、ただボックスで矢印いいだけですのでそういうことがちゃん
とわかるように、この資料自体も整理をさせていただきたいと思いま
す。 

0:50:24 あと、規制庁カミデですちょっと今の、あんまりイメージが掴めないん
ですけど 1.2Ｓｓに対する可搬っていうのは、 

0:50:34 別紙 4－1 でいうと 2.6 にまず入っていて、 
0:50:38 それがどこに行くかっていうと、51142、矢印が飛ぶんですか、それと

も 1 回別紙 4－2 を経由して、5114 にいくのかとかその辺がちょっと。 
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0:50:50 よくわからなかったんですけど、どうですか。 
0:51:07 はい、荻野石田でございます。ちょっと中身とか文章を見てやった方が

いいかもしれませんが、 
0:51:14 もともと 2.6 の大地震とする重大事故と対象、重大事故等に対する施設

の耐震設計の方は、基準地震動の 1、2 場合のバッグイン言えてい 
0:51:27 2006 に対して、それに対しても可搬型のやつが機能維持できるというこ

とを説明をしてます。なので加振試験等の試験を行ってるようなことを
くだりが書いてあります。 

0:51:38 一方周辺施設への悪影響の防止という観点も含めて、環境条件等の中で
はいわゆる可搬型の方で固縛をして、 

0:51:51 人に対して影響を及ぼさないというようなことを謳ってます。そちら
の、いざ全社公社で全社の受け皿をそのまま 5 の 1－1－4－4 で、 

0:52:01 後者の受け皿を 5－1－1－4－2 でということで整理をしようというの
が、考えていたことでございました。以上です。 

0:52:12 はい。規制庁、上出です。す。今話したようなハードウＳＡのその過半
を 1.2ＳｓもＳｓもなんですけどどういうふうに持っていくのかってい
うのは、 

0:52:25 今日の収集時 0002 だった事象けどそれを、それが 2 でも、いまいち明
確でないので、その辺りはまたこういう資料も、 

0:52:37 もう使いつつ、どういう、整理の綺麗なのかっていうのを考えてまた説
明してもらえればとまずは、 

0:52:44 いますか。大丈夫ですか。 
0:52:47 はい。与儀の石田でございますはい。ちょっと今日いただいた宿題もあ

りますし全体的にやはりすいません、こういった言い訳をするのはよく
ないんですけど、形はしないで作ったので、 

0:53:00 情報が足りなかったりするのもありますちょっと精緻化して、何、どう
いう役割分担でどういう日付をしてというものを含めてわかるように、
整理をさせていただいて再度ご説明をさせていただければと思います。
以上です。 

0:53:15 はい。規制庁、神戸です。あともう 1 件、今度は別紙 2 から出ていく方
なんですけど、 

0:53:25 3－2－2－1 の波及的影響に矢印が飛んでるっていうのが、いまいちあん
まり理解ができなくてですね、 
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0:53:36 これの先もあって 3－2－2－1 はこれは方針ですから、この方針を受け
た計算書はじゃあ一体と 50 分とか、そもそもす。 

0:53:48 3－2－2－1 っていうのは、Ｓｓの話しか書いてないんじゃないかなとか
ですね。 

0:53:54 あとは 
0:53:56 他の 3－2－2 シリーズっていっぱいあって、それは一緒に一旦受けてた

はずなんだけど、何でこれだけ矢印が出ていくんだろうとかですね。 
0:54:08 いろいろ 
0:54:10 講演この説明があることによってすごかったのか今回上がるんですけ

ど、どこまで整理できてますか。 
0:54:25 はい。日本原燃石原でございます確かにこのＯ3 シリーズの別紙Ｍとの

紐付け、 
0:54:33 土肥御説明この後しようとしてる部分等も含めて全体もう一度整理をさ

せていただきたいと思います。完全な頭の整理が好きできてるかという
と、Ｂのところもございますのでそこは整理をさせていただきたいと思
います。 

0:54:48 あと加えて、確かに今、 
0:54:50 評価、ことだけが書いてあったり評価結果がどこにという計算書の関係

も含めていろいろと書いてあったり書いてなかったりというバラバラ感
もありますので、そこの整理も横並びさせていただきたいと思います。
以上です。 

0:55:10 はい。規制庁カミデです。 
0:55:13 この資料をどういうふうに直すかによるんですけど、もし今みたいな話

っていうか 
0:55:21 1.2ＳｓのところでＳｓに対する基本設計方針と受けてるんだっていうの

は 
0:55:27 実施十時 0001 でも今までも話をしてきて、まだあんまりすっきりしな

いところですから、このずれ、もともと 3－2－2 シリーズを 
0:55:39 まあだ全部並べなくてもいいですけど、それを別紙 4－2 で受けてるん

ですよみたいな関係の矢印を書いてもらったりとか、 
0:55:49 藤今みたいに、3－2－2 のチーズやＪＣが飛ぶんであれば、その先はど

こにあるとか、示すようにしてもらわないと最終的な、 
0:56:03 認識確認来たらないかなと思うのでちょっと修正の際、検討ください。 
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0:56:10 はい。西原でございます。承知いたしました。全体の関係わかるように
ということで、はい。おっしゃっていただいたように、抜けがないこと
ということとリンクが何をどう引き渡しているのか、どこがずその相関
関係があるのかっていうのが、 

0:56:26 わかるように、整理をさせていただきたいと思います。やるイメージが
あるんで、作業をします 

0:56:34 1 枚でいけるかどうかってのがさっぱりよくわからないので、多分数枚
のトイコンペになる可能性もありますけどそこも含めて整理をさせてい
ただきたいと思います。以上です。 

0:56:45 はい、規制庁、深見です。特に最初に言ったＤＢのその設計方針を別紙
をのんでどう受けるのかっていうのは今日の趣旨とはまたちょっと違う
ところでまた別でっていう。 

0:56:59 わかりました。 
0:57:00 よろしくお願いします。私の方からは、 
0:57:09 その他確認事項ありますでしょうか。 
0:57:14 規制庁加来ですちょっと聞き漏らしただけかもしれませんけど、耐震の

今のＤＢとＳＡとどう並んで、 
0:57:23 どう構成していくんだっていうのは、結局、いつ話を、 
0:57:28 することになるんでしょうか。 
0:57:40 はい。運営者でございます。この資料を整理した上で、これもあんま

り、全体の枠組みの整理になりますので時間をかけてというよりは早め
に、 

0:57:50 もう一度やらしていただいた方がいいと思います。その上で 
0:57:57 気持ちとしては矮小ヒアリングが設定できるようにということでとは言

っても来週もかなりキツキツですけどどっかに入れられるように 1 週間
ほど時間取れないかもしれませんけど来週前半で紙を出して、 

0:58:11 来週後半でヒアリングとかいう形でさせていただければと思いますが、
いかがでしょうか。 

0:58:19 規制庁コサクです。この構成だけの話であれば別に 1 週間取る必要はな
いので、早めに依命じいが共有したところでやらないと、 

0:58:29 ここの添付書類の見方っていうのが大分変わってきて、作業が進められ
ないっていうことかなと思いますので、 

0:58:37 調整いただければと思います神谷さんの代わります。 
0:58:41 はい。カミデです 
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0:58:44 資料は資料、聞くってもらってもとは思いますけど今日のこれ、これか
らの案件でも、考え方は話が聞けると思うんで、その話を聞いてまた、 

0:58:57 資料化スルーのであればどういうイメージですとかっていうイメージ確
認できればと思います只野。 

0:59:04 今ここにあるように 3－2－2－1 に出るような矢印があるって言われち
ゃうと大分混乱しちゃうなんていうところはあるんですけど、意識合わ
せは、この後もできるか。 

0:59:17 はい。古作です。わかりました。今日の資料だけ見っていうと、確かに
よくわからなくって、どう進めるのかなということも含めてこの後の耐
震のところで、 

0:59:29 ヤーれればとは思います。基本的な概念としては、ＤＳｓでやっていた
ことを 1 件 2Ｓｓも全体としては同じように、波及影響も含めてやるん
だと。 

0:59:43 いうこと。それはと言いつつ、合理的にやって食うんだとは思うんです
けど、そこら辺の関係性っていうのを明確にしていくっていうふうに思
ってますけど。 

0:59:54 かみさんそんなイメージでいいんですよね。 
0:59:58 はい。規制庁神谷ですそういうイメージで私はその別紙 4 の 2 っていう

のがそこの受け皿で、ＤＢなり衛星のＳｓに対する設計で説明している
ことを、その店舗を呼び込みつつ、 

1:00:13 そちらでの説明項目に対して生はどうなのかっていうのを全部受けるの
が 4－2 だと思ってましたので、 

1:00:20 ちょっと出ていく矢印とかって、今は混乱しますけどそういう認識でし
た。はい。 

1:00:26 わかりました。それで言うと、耐震以外は、この真ん中のところはＳＡ
として作るものは作るんだけど、 

1:00:37 その中でティービーの点、計算書に合流できるように整理を進めると、
それによってプラスアルファーが何かといったところは真ん中の列で、 

1:00:50 整理をしておいて、計算書統合していくと。 
1:00:53 いう発想と理解をしたんですけど、耐震はそうなっていたりなんかいた

りというのかわかんないですけど、 
1:01:01 3－2－2 の 1 っていうのは合流してるようにも見え、 
1:01:05 一方で 3－6－1、6－2 ということで別出しをしているところもあると。 
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1:01:11 いうことなのでそこコンセプトっていうのが他とはどうするんだと、い
うことをまとめていくっていうことかなと思いますけど。 

1:01:22 石原さん損 
1:01:23 の、 
1:01:24 ところで、どうしてくとかっていうののイメージとか何かあるんでしょ

うか。 
1:01:28 はい。日本原燃石田でございます。まず先ほど神谷さんからも、今日の

説明の中で別紙を 2、渡る 5－1－1－4－4、ここで、 
1:01:38 とＤの世界で言う、共同計算の内容に対してのワンクッションになって

るところでこの枠がどこまでかっていうのがまず大事かなと思ってます
そこと、 

1:01:51 3 シリーズの橋渡しのところ正しく計算結果だけを、 
1:01:56 受けるのが 3 なのか、どこまでを 3 で受けるのか、その受け皿としての

シミズところの枠は確かにそれで正しいのかっていうところも含めて、
今日説明をさせていただくものと思ってますで、 

1:02:08 考え方としてはあまり変わらないと思ってますので、そういうことの枠
組みを整理としては違いがないんであれば違いがないことがちゃんと見
える化できればと思ってました。 

1:02:19 これ 3－6－1 とか 23 の 2－2－1 とかっていうのが 1000 結んでますけ
ど、これのイメージが、上で言う合志流で結んでる線と同じ考えで結ん
でるか若干私も自信がなくなってきましたので、 

1:02:34 ここをちゃんと法則合わせて、同じ考え方で、前の矢印の原稿をとると
いう形で整理をさせていただければと思いました。以上です。 

1:02:44 はい、規制庁コサクですわかりました。それではこの後のヒアリングと
それを踏まえて、整理をしてということで確認をしたいと思います。以
上です。 

1:02:57 その他確認事項はありますでしょうか。 
1:03:04 ないようでしたら一度まとめとかした方がよろしいでしょうか。いかが

でしょうか。 
1:03:17 日本原燃白尾でございます。500 個の 
1:03:22 12.1 の図のところで 
1:03:26 振り返りをさせていただきたいと思います。ＤＳＦの書き方あったりち

ゃんと 
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1:03:34 何ですかね段階的にちゃんと受けているということがまずそもそもちゃ
んと伝わるような図にそもそもなってないところは、整理をして記載を
させていただきます。 

1:03:45 あとそれぞれの項目で、例えばＳＡ環境条件と高いというところで、こ
れだけで何を橋渡ししてるかよくわからないところもありますので、そ
こはちょっと中身を書いた上で、何がどこに行くのかというのがリンク
がわかるようにということで整理をさせていただきます。 

1:04:01 加えて一番右側の方でＤＢとＳＡがジョイントするところの、今のまま
ですと書いてある項目が違ったり、ジョイントするのがいまいちよくわ
からないところもありますそういったところ入荷をさせていただきます
ということかと思います。 

1:04:17 はい。当方で全体的に見せ方、見え方含めてちょっとこちらで整理をさ
せていただきます。あと 5－1－1－4－3 号のタイトルについては別の方
でも考えて、の方もタイトルと同じにしてますけど、我々の方で本当に
これでいいのかっていうのは今一度考えた上で整理をさせていただきま
す。 

1:04:38 資料につきましては修正版を来週の全般の前半に出して来週後半でヒア
リングさせていただけるように整理をさせていただきたいと思います。
はい。以上です。 

1:04:50 すいません。規制庁コサクです。ちょっと違う話になっちゃって申し訳
ないんですけど、今の資料 2 ポツ 4（1）環境条件ということでずっと話
をしてたんですけど、 

1:05:06 この（2）（3）っていうのは、 
1:05:10 関連しないのかっていうのがちょっと心配になったんですけど、どうな

ってるんですか。 
1:05:21 はい。日本原燃瀬谷でございますはい。関係しますんで（1）だけ書い

たのはちょっと失敗ですねこれ（1）の環境保険の方で、過剰なんかの
影響を考えるもの（3）に振ってたりするので、 

1:05:35 そこでのリンクで過剰条件に係るもの、あとは先ほど田尻さんとの協議
させていただいた、Ｏｄの方の添付でやってるような話の条件設定なん
かは全部ここでクローズするようなものっていうのも、 

1:05:49 この中で書き込むことによってメール化できると思いますので、そうい
うフィルムをさせていただきたいと思います。以上です。 

1:05:57 はい。よろしくお願いします。 
1:06:03 ありがとうございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:06:05 それでは次の資料の説明お願いしてもよろしいでしょうか。 
1:06:10 はい、日本石田でございます。それでは十時 00－02、押せ、 
1:06:18 デビジョン 14 ということで 7 月 1 日に提出をさせていただいたものに

なります。こちらで、 
1:06:25 現場ＳＥに関する事項を、一気に先生のところも関係しますがこれは 1

回区切ってやらせていただければと思います。全般事項の方の説明をさ
せていただきます。 

1:06:39 はい 
1:06:41 押川の構成で前回のヒアリングでのやりとりあと他のヒアリングでのや

りとりも踏まえた上で修正をさせていただいてございます。 
1:06:52 別紙 1 から大きく修正した部分等について説明をさせていただきたいと

思います。 
1:07:00 まず、別紙 1 ですけども右下 8 ページ 
1:07:05 8.2．2、これにもともと共通要因故障に対する考慮だけで悪影響防止が

別のところに飛んでまして許可との関係で先ほどべ行事 01 のところ
で、 

1:07:17 ご説明しました許可との関係を踏まえますとやはり構成が変わってしま
ってるところは、許可の整理を踏まえた上で、整理をし直したというこ
とで、 

1:07:27 2.2 のタイトルが等がついたのと、（1）で共通項要因故障に対する考慮
ということ。 

1:07:36 下の下段の方が、 
1:07:39 どこに出てきますと言いますと、 
1:07:42 0 社 19 ページに出てくるという形で整理をさせていただきました。 
1:07:48 はい。それが 1 点目でございます。 
1:07:52 あと 2 点目としましては、 
1:07:56 前回の津波のヒアリングのご指摘がありました右下 37 ページのところ

です。 
1:08:04 保管場所についてはこの 37 ページの 2 段落目にあります通り 3.2 の津

波に対する津波による損傷の防止に預けて、 
1:08:15 説明をしようと思ってます。一方可搬型重大事故等対処設備の据えつけ

に関する考慮については、使用する設備の運用であったり設計は、 
1:08:26 30 条の重大事故と対設備で受ける形になりますので、こちらでちゃんと

設計方針を語るということで整理をさせていただきました。 
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1:08:35 以前から確かに手波の影響受け遅れおそらくない場所ってのがいただけ
たのかっていうところもありますし、果たしてこれだけ設計方針が語り
切れてるのかっていうところも、 

1:08:46 整理が十分できてなかったと思ってまして整理を外注させていただきま
したということでございます。 

1:08:53 一つは建設方針上据付自体は津波の影響を受ける恐れのない場所を選定
することとし、使用時に津波による影響を受ける恐れのある場所に据え
つける場合は、 

1:09:06 ツガネに対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
るというのが大枠の考え方でございます。 

1:09:14 これ次、駒井舞台の話は、添付書類側で展開をさせていただくというこ
とで整理をさせていただく。 

1:09:21 来期ました。 
1:09:22 文章の（5）後程説明しますが、具体的に基本は、第 2 浄水場、貯水槽

下までは津波側で説明をしてます 40 メートルの高さを確保していると
いうことで、その範囲では津波に影響を受ける恐れのない場所。 

1:09:41 であると、いうのがまず 1 点整理でございます。 
1:09:44 本件は実際の取水をする時に今に行ったり下に 1 回と、特に今の部分に

ついては、覚えながら、野間に近づいてポンプで水を汲み取りますの
で、 

1:09:55 そういった時には、実際津波Ｌ影響を受ける恐れがある場所をした上
で、その場合には、他のキャンプでも展開してました津波警報が解除さ
れた後に 

1:10:07 定例的に行くとかですね、そういったことをすることによって、津波に
対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とするという
ことで整理をさせていただきました。 

1:10:17 レセプターを、一応添付があり、展開をしてますが先ほど別紙、ただ後
程資料で説明をさせていただきたいと思います。 

1:10:26 はい。新規としては邦楽そういうところの修正でございます。 
1:10:32 別紙 1 の②でですね、またこちらの不手際で恐縮でございます。66 ペー

ジ、1 章 66 ページから 68 ページまでが別紙 1②も、 
1:10:45 最初のパーツでして、 
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1:10:48 こちらに立ち返りふうで、こういうものがついておりますので 69 ペー
ジから 71 ページはその前のやつと全く同じでございまして大変申し訳
ございませんでした。 

1:10:59 適出すときにはちょっと片一方は削除したいと思います。 
1:11:03 はい。 
1:11:04 あと 73 ページ以降が別紙 2 でございますが別紙 2 とか別紙 3 は先ほど

の 
1:11:11 別紙 1 の修正に合わせて修正をさせていただいたということに加えて、

一番最後の別紙 6 でもご説明しますが、可搬型重大事故対応設備に対す
る基本設計方針これを第 1 回に方針として、 

1:11:25 トンネルの申請をさせていただくということに整理を変えさせていただ
きましたその結果を受けた形で別紙 2 とか別紙 3 が直っていると、いう
ことでございます。 

1:11:38 はい。続きまして別紙 4 は 144 ページから始まってございます。こちら
もすみません、一部紙が抜けてまして別紙 4 で本当あの表がつくんです
けどもその表が、 

1:11:53 抜けておりましたこれも議会の記事は載せないように、つけさせていた
だきたいと思います。 

1:12:00 あと 145 ページは先ほどの製品も踏まえた上でもう一度ビール化して整
理をさせていただきます実際問題、先ほどあったようにコサクさんから
ご指摘あったように、（2）とか（3）が、 

1:12:12 5－1－1－4－1 と関係しないのかってところも整理をした上で、もう一
度修正版をお出ししたいと思います。 

1:12:21 はい。 
1:12:22 あとは、別紙 4－1 が 146 ページから始まってございます。 
1:12:28 先ほどありました 
1:12:31 可搬型であったり、屋外の重大事故ＴＨＡＩ設備であったりいろんなも

のを今回 7 年、必要な基本方針は建設業者をつけさせていただくという
ことで、 

1:12:41 何か形跡方針で書いてあるのが基本方針連絡受けられる形になります。 
1:12:45 ただですねこれもすみません、間違えが 1 ヶ所ありまして、右下 147 ペ

ージから右下 148 ページにかけてのなお書きでございます。 
1:12:56 こちらの除外する、次回に送りますというところはすいません間違え今

回消さなきゃいけなかったところを結集忘れておりました。 
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1:13:04 ということでございます。 
1:13:07 あと 160 ページ、右下 160 ページにあります可搬型の方は、今回基本設

計方針で変えたことは都道のところは当然させていただくということで
整理をさせていただきました。 

1:13:19 はい。その上で次回に降るものは次回でということで具体的には環境条
件に信田を飛ばしてますので、環境条件側の説明の中で結果的にこれが
工事課になりますというのは、 

1:13:35 例えば 189 ページ可搬型じゃないだ、それじゃないの、すみません。 
1:13:42 これじゃないです。すいません。可搬型は、 
1:13:46 194 ページですねすいません。 
1:13:49 194 ページとかで書いてある、2 段落目、 
1:13:55 3 段落目か中途半端な状態設備の溢水に対する評価、何とかは、次回で

ということで、次回以降に送るものっていうのは、そういう形で示させ
ていただきましたということでございます。 

1:14:10 はいそれは、剤でずっと続きますという形でございます。 
1:14:15 はい。阿藤。先ほどありました内部発生飛散物、これ 7 月 4 日の議論の

前に出したものがありますので 201 ページとかに、 
1:14:26 相田の生産物の固定分飛ばすと書いてますこれも現在、先ほど話した通

り、重大事故側では、配置の考慮というのもありますのでそれも含めた
上で、 

1:14:38 この 5－1－1－4 で書き切るのか 5－1－1 年の 2－5 店舗に預けるのか
整理をした上で、それを愛して記載を修正をさせていただきたいと思っ
ております。 

1:14:51 はい。 
1:14:54 説明をしながら私がすいません津波の記載を、 
1:14:58 これだ。 
1:15:12 少々お待ちください。 
1:15:26 すいません失礼しました。194 ページ、右下 194 ページでございます。 
1:15:32 先ほど言いました津波については、譴責方針でも津波の方に飛ばしてお

りますがキャンプ症例も同じようにもう一度飛ばす形で整理をさせてい
ただいているということが 1 点。 

1:15:44 あとまたべきところでございます。津波による影響を受ける恐れのない
場所を選定することだし、万一使用時に影響を受ける場所につける場合
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は津波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
ると。 

1:16:00 具体的にはと書いてある、これ、すみませんこれも一つ、私が書き忘れ
まして、 

1:16:06 Ｉに女性層から外気初生の水を補給する場合、これに加えて、抑制設備
による水の封水というか、そういった部分も、 

1:16:17 愛嬌生産を使って、可搬型分を作業しますこういった場合も含めてある
んでメートルより高いところにあるということでこれは津波による影響
を受けない場所に、 

1:16:27 また、重大事故と対設備を据えつけることとし、側であったり川であっ
たりそれぞれの取水場所から持ってくる場合は、津波警報の解除後に対
応開始することと、 

1:16:40 津波警報の発令確認飯田市の場合は一時的に対応することということ
を、添付書類側で具体化をさせていただきましたということでございま
す。 

1:16:56 はい。 
1:17:00 説明としては別紙をＮ－Ｓを除きますとそれ以外の可搬型も一通り基本

設計方針で変えたことは声かけさせていただいて今回出すということ
で、 

1:17:13 整理をしましたということでございます。 
1:17:17 あとは、一定Ｎ－Ｓ以外の部分でいきますと、品質は 350 ページから参

考資料という形で、ＭＯＸと再処理の記載の比較等をつけさせていただ
きました。 

1:17:30 基本的にはす。前回再処理を、を説明する時に結果、ＭＯＸの方をいじ
らなきゃいけないということも、 

1:17:39 戻りがないようにということで、もともと作る時に最終項目を並べて、
それぞれ共通的なもので同じような書き方ができるようにということで
作っておりましたので、そういうことが、この並びにような形で整理を
したものをつけさせていただきました。 

1:17:55 まだ違うところがありますので違うところは当然違うものとして今日か
らの流れで展開をさせていただいております。 

1:18:04 要は 1 社 352 ページに、内的事象を要因とする受臨界事故みたいな内的
のみを条件にする重大事故がありますよといったところであったり、 

1:18:18 あと 
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1:18:20 設計条件を超える条件で考慮するものに、 
1:18:28 ＭＯＸの場合は耐震、地震のことだけを言っていますけども、最初には

地震に加えて火山の影響というのがあるということも合わせて横並びを
見ながらも、 

1:18:39 共同の特殊性を踏まえた上で記載を展開させていただいているというこ
とでございます。 

1:18:45 はい。比較表がこれがずっと続いておりますということでございます。 
1:18:50 あとは、別紙 6 が、 
1:18:54 444 ページから別紙 6 をつけさせていただいてございます。 
1:19:00 先ほどもご説明しました通り、1 回の申請範囲ということで 447 ページ

から続くものでは、ボンド共通的なものとして今回第 1 回の申請範囲と
して基本設計を塩田させていただくということでございます。 

1:19:16 右下 449 ページ。 
1:19:21 と同様ですが、可搬型放送法にかかるということでいわゆる個別の設備

に関係するようなフジコーは、今回から外しますそれ以外のものは基本
全部、今回の申請範囲として、 

1:19:32 説明をさせていただきますと、いうことでございます。 
1:19:37 はい。あとは、しょうもない動きで恐縮でございますでした 466 ページ

の変更前というところにＭＯ等なぜか入ってしまった文字がありまして
これは誤記でございます。 

1:19:51 はいレベルゼロ 2 についてのちょっと 1 点施設外してしまいますが説明
は以上になります。 

1:20:03 ありがとうございました。 
1:20:05 或いは、規制庁から当該資料について質問ございましたらお願いしま

す。 
1:20:11 規制庁の藤原です。江藤、とりあえず私の方からまず、別紙 1 の方で確

認したいんですけれども、 
1:20:21 6 ページのところの一番最初のパラグラフで、ＭＯＸか燃料加工施設は

といったところに、 
1:20:29 ①－7 っていうと 7 ページ目からの 7 ページ目の真ん中にある文章が、

こちら 2、こちらでも読めば、こちらで読めることになっているという
ふうに今説明がなされていると思うんですけれども、 

1:20:44 衛藤。 
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1:20:45 よくこれ読んでみると最後の締めの言葉というか、6 ページで言うと、
異常な水準の放出を防止するために、の後は、 

1:20:55 必要な措置を講ずる設計とすると書かれている。 
1:20:59 ところ、もともと機器等許可の方の本文で言うと、異常な水準の放出を

防止するために、重大事故等対処設備を設ける。 
1:21:08 そのあとも、これらの設備についてはっていうふうに、 
1:21:12 入っているんですが、この今書かれていない部分ってどこで手当をされ

ているかって、今、どういう 
1:21:19 されているのか、衛藤説明していた。 
1:21:30 はい。上西荒でございます。はい。 
1:21:34 まず、もともとの 6 ページ、右下 6 ページの基本設計方針の第 1 段落目

ですね重大事故等が、事故が発生した場合においても重大事故の拡大を
防止するため、 

1:21:47 宇部工場等へのコンスタベースの異常な水準をするために必要な措置を
講ずる設計とすると。 

1:21:53 いう後、その中で 
1:21:57 重大事故等対処設備を設けるということも必要措置に含まれるというこ

とで書いていたと思うんですけども、おっしゃっていただいてた、まさ
しく一度マナーを引っ張ってくるんであれば、 

1:22:10 ここに、1－7 の帯にある大事故等対象設備を設ける、いわゆる必要な措
置を講ずる。 

1:22:19 ものとして重大事故等対象設備を設ける設計とするということまで書
き、1 のもの及び区分というのが正しい形かなと思います。そこは修正
をさせていただきたいと思います。以上です。 

1:22:33 規制庁の藤原ですわかりました。よろしくお願いします。 
1:22:37 続けて、8 ページ 9 ページあたりの話になるんですけれども、 
1:22:42 こちらの絵と、とりあえず 8 ページで言うと、今回の基本設計方針のと

ころで書かれているのと、許可の申請書において書かれていた部分で、 
1:22:59 許可の時の申請書でしたら呼び込みが書かれていて、何々に記載するっ

ていう話が書かれていたんですけれども、今回これ衛藤。 
1:23:08 基本設計方針に行くと、この話が抜けているように思うんですけど、こ

れについてもどういう手当をされているのか説明していただいていいで
すか。 
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1:23:17 はい。稲石荒でございます。これがまさしく、さっきすいません私が説
明しなくて恐縮でございます。十時 01 の時の許可度の比較書いたとこ
ろで、いわゆる縦断方向の 

1:23:31 条件詰めをしているところ、あと上段以降の機器の特定をしている許可
で 6 ポツのは、かなり（1）①と言ってる。 

1:23:43 土橋の部分ですねここについては、許可の方ですでに条件設定であった
り機器の特定がなされていると、いうことを前提に、ここでは、設計基
準事項において想定した 

1:23:58 条件より厳しい条件というアウトプットだけを使うという意味で、今回
許可の設計先ほど順序をこれを呼び込む形にはしなかったということで
ございます。以上です。 

1:24:11 規制庁の藤原です。その場合に 
1:24:16 情報としてちょっと抜けているというか、 
1:24:20 全部が書き切れているのかというと、 
1:24:24 うん。 
1:24:25 そう。 
1:24:27 14－1 のところでも前提として記載って書かれていたのがちょっとよく

わかっていなくて、なぜかな、書かなくてよいとしたのかっていったと
ころの、 

1:24:35 理解がちょっと進んでないんですけどもう少し説明いただけますか。 
1:24:39 はい。ネシアでございます。この設計経験事項において想定した条件に

厳しい条件を今決めてそれを要因として事象を考慮するというのがもと
もとあって、そういう条件を決めてる場所が出るかというのが、 

1:24:56 6 ポツの（1）の①のところに書いてあるというのがもともと許可の本文
に書いてあることになります。このいわゆる 

1:25:07 設計基準事項の 5 件を超えていろんな事象を選定して、どういう機器で
事故が発生するかような、評価事故の条件設定であったり事故の発生。 

1:25:21 家庭であったりということをやるプロセスが、村としては許可の中です
でに整理をされていって、今回設工認の詳細設計をするために必要な条
件インプットとしては、 

1:25:32 この時に決めた、設計基準事項において想定した状況の厳しい条件とい
うのを、ここで現場で言えば、例えばですけど外部衝撃みたいに、利用
許可で定めたと書けばいいのかもしれませんそういった意味で、オール 
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1:25:49 竜巻で 100 メートルをあえて 100 メートルの根拠っていうのを書かず
に、許可と決めた 100 メートルを使いますと言っていると元で今ここで
は使っているというものでございます。以上です。 

1:26:01 規制庁の藤林終わりますと、 
1:26:03 であればディーバとかと同じように、キャパで決めたっていう話を出

し、入れていただいた方がすんなり読めるのかなという気がしますの
で、検討をお願いします。 

1:26:16 はい。石原でございます承知いたしました。今私も説明しながらその方
が親切かなという気がしましたので、杯対応させていただきます。 

1:26:26 規制庁の成長コサクです。すいません。 
1:26:29 まずはそうなんですけど、単純に許可、 
1:26:34 ｄす。 
1:26:35 定まっ定めている云々というだけでいいのかっていうのがあって、ＤＢ

の方は、ここの竜巻なりなんなりって、具体が示されてんですよね。 
1:26:46 なのであれねっていうのがわかるんですけど。 
1:26:50 ここだと定性的にしか表現できてないっていう形になっちゃうので、 
1:26:54 それって何っていう脳の結論みたいなのはやっぱり書いた方がいいんじ

ゃないかっていう気もするんですけどいかがですか。 
1:27:03 はい。日本原燃志田でございます。はい。そうですね。ちょっと文章も

考えた上で確かにそのあとに、設計の条件、設計設計事項において想定
した状況厳しい条件として決めるのが、地震だってのはそのあとに出て
くる文章もありますので、それとのリンクも含めて、 

1:27:22 病棟の経営者を整理したいと思います。以上です。 
1:27:27 はいコサクです 
1:27:28 確かに、最初からいきなり詳細まで書く必要もなくてですね、最終的

に、次の 
1:27:37 正田翔宇でもいいかなですかね、後ろの方に最終的に 1.2Ｓｓってのが

出てくるので、順々に 
1:27:47 詳細化していくっていうのでも構わないと思うんですけど、少なくと

も、厳しい条件を定めているのが地震等、 
1:27:56 再処理だとか山だと、いうようなことだとか 
1:28:01 特定してかないと次に繋がらないっていうところがあると思うんです

よ。 
1:28:07 そうですね。ええ。 
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1:28:10 ＤＢと同じでいいんだっていう限りにおいては上、厳しい条件と設定し
てないんですよね。においてバージョンを整理してはらないといけない
しということなので、そういう、その後ろの中で解かないといけない。 

1:28:24 そういう後の中で言ってその前にしっかりと押さえておくということが
できるように書いていただければと思います。日本メディアでございま
すはい。収集しましたので対応させていただきます。 

1:28:39 その他、質問ございますでしょうか。 
1:28:42 規制庁の藤原です。許可との差分でっていったところでもう 1 点確認し

たいんですけど 10 ページ目にある、真ん中ちょっと下めのところのな
お書きの部分。 

1:28:53 ですが、こちらも基本的には書かれて、 
1:28:56 今回野瀬基本設計方針では書かれていなくて、むしろ十時 01 の資料で

はここが出てきてなくて説明もなかったんですが、こちらって記載して
ない理由等説明していただけますか。 

1:29:14 うん。イシハラでも、今言われたのは、オオガキのところですかね、本
文の、はいそうです同時にまたあれさしてっていうところの、 

1:29:24 示す通りのところまでが今今回は端折られているんですけども、それも
説明をお願いします。 

1:29:32 はい、ございます。ちょっとマイクの調子が変えます。すいません。 
1:29:39 はい、西原でございます。こちらはそうですね。事故の設定をして同時

または連鎖に発生するということの可能性を、許可でいろいろ 
1:29:51 評価をした上で、結果がありませんよという結論を示しているのがこの 
1:29:58 僕、それぞれの括弧は過去に丸さんだと記憶をしています。そういう意

味でその結論を示した場所っていうのを書くというのを、許可での結論
として、同時に検査するものはないんだということで、 

1:30:16 結論だけを今回持ってきたということでございます。こちらも先ほどの
出だしと同じように業界でも書いていた趣旨がわかるようなつなぎの文
書をつけて 

1:30:28 許可での結果を踏まえた上でこうなんだということがわかるように、清
記載を修正させていただければと思います。以上です。 

1:30:36 規制庁の藤村ですよろしくお願いします。同時に、十時 01 の方の修正
も同じように整理していただければと思いますのでよろしくお願いしま
す。 

1:30:47 はい、上西でございます承知いたしました。 
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1:30:56 その他、質問ございますでしょうか。 
1:31:02 規制庁コサクです。 
1:31:07 前もちょっとお話をして、 
1:31:11 いるんですけど、 
1:31:15 記載、許可の本文事項だったり添付を、順番を変えて別の場所に持って

きますと、いうような時に本当にちゃんと持ってってんのかと。 
1:31:28 いうような検討で、どういうふうにやられてこの書類でどうかい。 
1:31:33 てるんでしょうか。 
1:31:43 はい。人間イシハラでございます。ですねまずう、この書類で 
1:31:53 例えばですけど、基本設計方針の横に、許可の本文を並べております。 
1:31:59 こういった浅部と、基本設計方針並べたときに、先ほど藤原さんが言わ

れた例えば、どっかのページから持ってくる時に備考で飛んでくる場所
を書いてます。 

1:32:14 境界の順番と入れ替えが多いものは極力場所を変えて、でっかいの自分
だったら数が多かったり、あとは例えば 6 ページのところにあるよう
な、 

1:32:24 どっかに飛ばす場合にもどっかから車でもそうですけど四角いボックス
が、いくつか挿入されるパターンがあります。そういう場合は許可から
我々としては文章の順番が入れ替わってないかとか趣旨が変わってない
かとか、 

1:32:39 いうことを見に行くというときのきっかけに使ってます。今回先ほど、
前回ヒアリングでもありました悪影響を別のところに移したときに若干
ページと、 

1:32:53 黒が抜けていってるところがあったのでそこはちょっと我々の方で気づ
けばよかったんですがそこのケアをした結果として、この十時 0002 の
別紙 1 についてはほとんど 

1:33:03 メールの展開がされていてあんまりちゃんとこっちに飛ぶっていうのが
ないっていうのが現状の整理になります。そういうところで評価の並び
であったり評価の趣旨が変わってないかというのを見に行くというきっ
かけであったりやり方をしているのが今のレビューの仕方になります。
以上です。 

1:33:24 古作です。 
1:33:30 気になったのがどこだったか忘れちゃったんですけど、藤原さんだ、な

んか。 
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1:33:35 どこら辺でしたっけ。 
1:33:43 すいません、ちょっと探します。 
1:34:22 藤原さん聞こえてます。はい、そうやってすいませんちょっと私も見失

って探してます。 
1:34:30 えっと、ちょ、とりあえず、 
1:34:33 俺だったかな。 
1:34:37 通し 7 ページ。 
1:34:40 60 分の 2 の、 
1:34:44 ①の 7 がＰ1 へと。 
1:34:48 なっているのですけど、 
1:34:51 今の話は何も、 
1:34:53 シカゴが組もなく説明もなくという状況なんですけどどうなってます

か。 
1:34:59 はい。日本イシハラでございます。1－7 が正しく備考で 1 ページという 
1:35:08 6 ページが 2 ページから来ますと言って基本設計方針のための文章で①

－7 が書いてあるということですこれに対して先ほど藤原さんからこれ
だと、両方の文書を読み込んだことになってるんじゃないかというご指
摘があったと理解をしてますので、 

1:35:23 いわゆる 
1:35:28 一応場合にこう全般で最初述べる冒頭文章、いわゆる必要な措置を講じ

るっていうは、具体的には、必要な重大事故と対設備を設けるんだと、
いうことと、 

1:35:42 変更するということで、一度何か 1－1 を合体させて、本来は文章をう
まく作らなきゃいけなかったところがちょっとあまりうまい具合な、合
体した文章になっているところが今、まずいところかなと。 

1:35:54 でます。そういう意味では 
1:35:58 いわゆる 1 の譴責方針 1－11－7 というレジメ番号が書いてます、Ｄ1

のうちから、右側に本文にありましてこれ今、稼ぐばーっと引いている
状態。 

1:36:14 07 ページ目のＰ1 のナカムラず稼げてしまってるんですけど本来であれ
ば、これは、 

1:36:20 安倍氏と文章化を考えた場合には、いずれかの文章で、結果からの変更
点として、本来であれば吹き出しをつけて書かなきゃいけないところか
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なと思いますそういったところのケアがちょっとうまくできてないとこ
ろは、 

1:36:32 させていただいてますので冒頭やりとりをさせていただいたというとこ
ろでした。以上です。 

1:36:38 古作ですわかりました。その吹き出しを付けるって言った時には、どう
いう対応するかにもよるのであれなんですけど、 

1:36:46 どうなるんですか、ここの、 
1:36:50 2 ページ目のところに吹き出しが出るんですか。 
1:36:55 はい、日本の石田でございます。これも私がずっと別紙 1 を作って、ル

ールの中で言い続けているところですけど今、うまくできてないところ
がまだ残ってますけども本来であれば、 

1:37:08 許可の本部で変えた場所を、基本設計方針側と要望を吹き出しをつけ
る、同じページあれば両方に線を引っ張って、そこが、どう、当該部分
どこが変わってるんだっていうのがわかるようにすると。 

1:37:22 暴れる場合はそれぞれのページで、備考で 1 度、1 ページに事がわかる
ので、1 ページの番号とリンクしてどこが変わってるかが 2 ページ、7
ページあるんですがと同じように吹き出しがあってわかるようにするっ
ていうのが、 

1:37:34 私どもがもともと考えたルールでございます。以上です。 
1:37:39 わかりました。現状であれば、 
1:37:43 通し 6 ページの方の基本設計方針のところで吹き出しを書き、相違点を

説明、かつ、7 ページの方の許可本文のところでも吹き出しを書いて、
説明するということですね。 

1:37:59 はい。乳井西田でございますはい。そういうことになります。 
1:38:04 わかりました。一通りそういうチェックをまたされて説明性を上げてい

ただいたものを提出されるということで理解しました。よろしく。 
1:38:19 その他確認事項ございますでしょうか。 
1:38:32 すいません。規制庁コサクです。申し訳ない。言葉じりなだけなんです

けど。 
1:38:37 一番最初に工場等っていうのは、基準で用いてる言葉ではあるんですけ

ど、定義がされてるんですよね。 
1:38:45 基準の中では、 
1:38:48 原燃のこの基本設計方針ってどうなるんでしたっけ。 
1:38:54 基準は、 
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1:38:55 はい、与儀西田でございます。正直申し上げまして定義してないので、
書かないといけないと思います。はい。 

1:39:04 はい。規制庁細木です。そういう意味だと許可本文からでもあるんです
けど、ちょっと清確認していただいて工場通って、工場または事業所だ
ったはずなんですよ。 

1:39:17 それって我々から事業者側がどういう呼び方をするかわからないので、
一般的な表現になるように言ってるところであって、 

1:39:30 事業者はこの言葉を使う必要あんまないんじゃないかなっていう気もす
るんですけど、我々も許可の際にどう変えていくかっていうのは、いろ
いろと悩んでですね。 

1:39:40 敷地っていう言葉も使ったり、事業所といったりと、幾つかあり得るん
ですけど、 

1:39:48 そういう観点と原燃ってどう整理をしてるんでしたっけ。 
1:39:53 はい。これはもともとは規則の要求にあったものあまりそれを変えたも

のを、その範囲がそれで正しいのかどうかという細かい表現の議論をす
るよりは、 

1:40:08 同じものを使いましょうといったパターンが多分ここだと思いますそれ
以外とかおっしゃっていただいてる通り、 

1:40:16 外部衝撃とか確かですね誘導ｇｒａｓｓとかなってるところは敷地内外
とか、阿藤。 

1:40:27 化学物質を見たいんで行くところ事業者内外とかいろんなパターンで使
ってますけどそういう形で定義、対象物を特定したい時にはある程度程
度特定した形で許可の時も書いてましたし、 

1:40:41 フォローアップとしてこの敷地全体のことを言うんだよみたいな時には
工場棟みたいな表現を使っていたと記憶をしてます。 

1:40:50 はい、わかりました。具体を示さなきゃいけないところはそのよう、敷
地なり事業所なり 

1:40:57 手を屋内屋外だったりっていう明確にわかるようにしていき、要求事項
との対応関係でカクウような場所はフォトバーと。 

1:41:08 整合がとれるように変えていくという仕分けだということで理解しまし
た。そういう失礼したその使い分けのもとで用語定義が間違いないよう
に整理をいただければと。 

1:41:20 以上です。 
1:41:26 衛藤それでは他にし、確認事項ございますでしょうか。 
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1:41:32 規制庁藤村です。小峯ですけど。どうぞ。 
1:41:36 すいません。はい。 
1:41:37 どう、どうしますか別紙一位だけで、 
1:41:43 今話をしてるからこの先進んでいいのかがちょっとよくわかんなかった

んですけど、 
1:41:48 とりあえず、すいません私細かい点なんですけど、別紙 1 でもう 1 個だ

け聞きたいところがあったのでそのあとに、じゃあ、続けて別の別紙 2
の方にいっていただければと思いますが、 

1:41:58 いいですか。 
1:42:01 はい。はい。 
1:42:02 すいません、細かい点で念のための確認なんですけど、50、右下 51 ペ

ージ。 
1:42:08 ところの屋外のアクセスルートの話のところでホイールローダーの話が

書かれていて、 
1:42:14 ここの 3 台っていうのを、許可のところの文章にあったものを 1 ヶ所、

防止をするっていうふうな形で変えましたっていうのが、注釈つきで書
いてあるんですけど。 

1:42:24 公安の基本設計方針で示すことから記載した。 
1:42:37 はい、日本イシハラでございます。はい。そういうことでございますど

こでっていうのも含めてちょっともうちょっとわかるように、吹き出し
を整理したいと思います。 

1:42:45 きちっと辻村ですよろしくお願いします。 
1:42:50 あとすいません。 
1:42:52 規制庁の藤村です。54 ページの、窃盗、 
1:42:57 この北井定めて管理するっていうのは結構これはもう細かく一つ一つに

ついて書かれかけていくっていう方針に、 
1:43:03 なってるっていう理解でいいんですかね。真ん中辺に四つぐらいの文章

があってすべてに対して細かく書かれてるんですけど、そういう整理に
なっていればそれでいい。 

1:43:16 はい。Ｎ2 社でございます。現状は、許可との整合というのを、なるべ
く見やすくという意味で 1 個ずつ書いてます。それが他の条文等を見て
正しい合ってるかというとそれはちょっとクエスチョンマークが残りま
す。 
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1:43:30 ちょっとどういう形にするかもうちょっと考えたいと思います。以上で
す。 

1:43:35 規制庁の内村ですよろしくお願いします。 
1:43:38 別室について私からは以上です。 
1:43:40 その他の方いらっしゃらなければ次の別紙別の別紙に移りたいと思いま

すが大丈夫でしょうか。 
1:43:48 大丈夫そうですので、 
1:43:55 はい。 
1:43:56 規制庁カミデですね。次、別紙 2 なんですけど、別紙 2 は申請対象設備

が、 
1:44:06 第 2 回、第 3 回第 4 回のところがあまり詳しく書かれてないようなんで

すけど、やっぱこの辺最初説明があったような気もするんですけど、も
う一度説明してもらっていいですか。 

1:44:19 はい。有限会社でございます。この三分以上と、最初に同じかもしれな
いすけど 30 条と重大事故のその下に、次の他の個別の重大事故と大切
な条文がそれぞれあります。 

1:44:36 記載の施工性としては許可のときに同じように、いわゆる環境条件とし
て考慮する必要があるもの、例えば、あとは多様性、うん。 

1:44:46 位置的分散で考慮しなきゃいけないものっていうのは、三条上で、共通
的な方針を書き、それぞれの条文で、それぞれの条文が出てくる設備に
特化して書くべきことを書くという体系にしてます。 

1:45:00 そういうことで以前から可搬も含めて共通的なことを書けるようにって
いうやりとりがあったベースとしてはこの 30 条が多く受けている条文
なので、ここの、まだ設備のところが、 

1:45:12 ほとんど設備が出てこなくて、基本方針みたいな設計方針が語られてる
部分になってるのがまさしくその関係かと思っておりました。というこ
とで、ここで方針を書いてる共通的なものが書いてある基本設計方針の
ところには主な設備は設備が書いてなくてですね。 

1:45:29 基本方針という形で方針的なものだというのがわかるようになってま
す。 

1:45:33 ただし 30 条で、個別設備の設計部隊におけるものがある場合には、設
備の名称が出てくるという関係でございました。以上です。 

1:45:46 藤規制庁カミデです。今の説明は、第 1 回でもう一通り示しますってい
うことであれば、特に疑問には思わないんですけど。 
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1:45:58 例えば 112 ページとかだと、第 3 回のところ可搬型の、これこれ杖 
1:46:09 申請とか添付書類のくい記載が追加になりますって言うんですけど、 
1:46:15 そのきっかけがーわからないので、この位置にあっていいのかどうかも

よくわからんなと思って確認してるんですけどその辺はどうやって見れ
ばいいですかね。 

1:46:41 日本原燃、カサモですけど。 
1:46:44 亀田さんのおっしゃる通りではあるんですけど、 
1:46:47 ちょっと他の町分の他の施設で、条文で出る設備で考えた、設備名が出

てきて、それが第 3 回申請で出るっていうことがわかって、 
1:46:59 この 30 条の条文では、これ全部処理を書く。 
1:47:03 処理のある設備がどの設備かは、 
1:47:07 わからない整理に現状なってます。ちょっとそれをどうするかっていう

のはちょっと今考えてないんですけど。 
1:47:14 規制庁カミデです共通のどこかでみたいな話でも、別に、それと合わせ

てみますけど、 
1:47:22 何番見ればわかりますかってあります。 
1:47:36 植野イシハラでございます。ちょっとこの整理意識をちょっとこちらで

させていただきますちょっと私が持っていたのと違う形の機能しないで
もないので、 

1:47:47 そこはちょっと正しい形の方の共通のところここの詳しいところ書いて
ないところもあるので、ちょっと整理をして、共通版、フィードバック
が必要であれば、こちらにフィードバックさせていただくという形で整
理をさせていただきます。これについてはちゃんと 

1:48:03 どこかの条文にでも説明ができるようにさせていただきますので、至急
整理をさせていただきます。以上です。 

1:48:14 はい、規制庁カミデベースはありました。で、 
1:48:18 似たような話で、別紙 3 も似たような話があって、140。 
1:48:29 ページですけど、 
1:48:34 これ 1.2Ｓｓですけど地震を起因とする云々かんぬんと、耐震設計の基

本方針のところで、0 月 1 回に丸がついてて三角三角三角で、 
1:48:49 要は第 1 回ですべてですと言いつつ、実際は機器の設計はまた今度みた

いにしているところもあってですねこの辺りもちょっとまだ、 
1:48:59 整理されてないのかなと思ってるんですけど、実際のところという認識

ですか。 
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1:49:05 はい、稲石でございます。おっしゃっていただいてる通りだと思います
三角店の場合はもう記載が増えないということで、先ほども今回のこの
別紙、重大事故前 02 のように、 

1:49:20 次回でふやすというものが見明確な場合には、やはりここで丸をつけた
上で、何が増えるのかを明確にすると、やはりここで詳細な部分といい
ながらこれ三角なのはありえないので、そこはちょっと下から、 

1:49:37 もうありえないので、そこにさせていただきたいと思います。以上で
す。作業はしていただいてると思いますけど、何かかなり基本的なとこ
ろの気がしてなんで、 

1:49:49 対応が抜けちゃうのかよくわからないんですけど、どういうあれで漏れ
ちゃうんですかね。 

1:49:57 はい。井上西原でございます。そうですね。我々がチェックするときも
当然を作る側もそうですけど、添付書類を展開していて当然次回に飛ば
すものっていうのをちゃんと明らかになるように書きなさいと。 

1:50:12 決定書かさしてます。 
1:50:15 抜ける可能性があるとすると、先ほどのアテクト店舗じゃないですけど

も、 
1:50:21 例文飛ばすというところと番号をがらっと変えてしまうと、あたかも自

分のこの開示で書いてるような勘違いを起こして、今抜けてしまうって
パターンもあるかもしれません。 

1:50:31 別途設けるパターンをちゃんと考えた上でできるが愚策性があるんちゃ
んと注意喚起をして、町が今確かおっしゃってたように基本的なこの構
造設計を決めた時にそういうことがないようにっつう。 

1:50:44 作り方ってのを考えて作ってるは出ましたので、それがちゃんと共通認
識を持てるようにもう一度を示し、教育をした上でやらせたいと思いま
す。以上です。 

1:50:57 はい。規制庁カミデです。よろしくお願いしますちょっとこの段階でそ
ういう話をするのはちょっと辛いので、よろしくお願いします。 

1:51:06 あと別紙 3 はそんなところというかそういう状態なのであまり中身を聞
くような状態ではないので、 

1:51:15 次別紙 4 の方に移りたいと思いますけど、1.2Ｓｓさんもちょっと後でっ
ていう話なんで、 

1:51:25 さっきの十時 01 の、 
1:51:30 最後のページのあれですかね添付。 
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1:51:33 資料 2 っていうこととの関係で少し認識合わせができればと思いますけ
ど。 

1:51:42 157 ページ。 
1:51:45 2、 
1:51:48 これは共通要因。 
1:51:50 の、 
1:51:52 ところで、地盤の話とか、地震の話だと、火災の話とかを、 
1:52:00 飛ばしてる記載があってですね、 
1:52:03 これがさっきの十時。 
1:52:06 01 の添付資料だと、ちょうどその、オレンジで塗ってある共通要因故障

に対する考慮っていうことで、 
1:52:17 ていう。 
1:52:18 これ、行き着く矢印が 51143 ってなっていて、 
1:52:25 なってるんですけど今、別紙 4 の 1 上は、ひもづいているのが、3－1 で

あった時 3－116 であったっていう状況で、ちょっと 
1:52:39 充実の 1 と、 
1:52:41 別紙 4－1 の現状の、ちょっとリンクがとれてないように見えるんです

けど、どんな感じになってますか。 
1:52:51 はい。日本イシハラでございます。 
1:52:56 はい。まず、すみません。岩木から入ります。ちょっと日付の違いもあ

ってフィードバックがうまくできてませんでした。実際この今回のこの
別紙 4 でまとめる添付シリーズで、 

1:53:10 他の店舗に飛ばす場合には、ダイレクトで行ける場所に飛ばせというの
が基本的な考え方でございます。Ｄというのも含めて構成との関係で、
かつ、 

1:53:24 何か間違ってる気もしますし、今後がそもそも、 
1:53:29 コピペをして書いているような気もしないでもないのでそこも含めて整

理をした上で、ダイレクトにと場所、先ほど城市の整理を理解するとき
にも、売却とどういう関係にあるかっていうのを見た上で、それぞれ書
き方。 

1:53:45 対象物をあわせて整理をさせていただければと思います。以上です。 
1:53:52 規制庁カミデです 157 ページはこれ常設の共通要因の話なんで、何かこ

れを、 
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1:54:02 157 ページの通り、地震とか津波に飛ばすっていうのはそんなに変じゃ
ないような気は。 

1:54:10 して、 
1:54:11 いるんですけど、そちらの認識としては、 
1:54:15 フローにあわせるべき十時 01 に合わせるべきだと思ってるのかフロー

をちょっと、ちゃんとした方がいいのか、両方っていうことなのか、ど
んな感じですか。 

1:54:28 日本原燃、笠間ですけど、共通要因からの環境条件からも、地震とかそ
のあとの（2）とか（3）からも、 

1:54:37 ちょっと飛ばしてるんですけど、今この十時 01 の、 
1:54:41 展開図が、 
1:54:43 環境条件から地震とかにきて、そのＩＩ要因から可搬だけに来るってい

うちょっと矢印を限定した形で表現してしまっていたので、衛藤。 
1:54:52 ある論点から、2.6 の 1.2Ｓｓへの繋がりとかも表現できてないので、そ

の辺をきちんと表現してちょっとご説明させていただきたいと思いま
す。 

1:55:05 はい、規制庁紙ベースわかりました 
1:55:08 そうですねまずちゃんと整理をした上で、多分実情に合わせて、 
1:55:14 フローをまず作ってみるとすごい線がぐちゃぐちゃになってくるので、

それを踏まえてまたもう少し綺麗にしないとねっていうことの作業があ
って、それをまた、 

1:55:27 000 にちゃんと適切に落とし込むっていうことなので何だという作業に
なるのかなと思いましたけど、認識は合ってますか。 

1:55:39 はい。日本原燃石田でございますまず、前回も環境条件、共通要因故障
等で飛ばす。 

1:55:49 鷲尾品田いわゆる、この最後に環境保健については環境条件等の中に示
しますと言って飛ばしていて、さらに環境条件が同じように飛ばしにい
くっていうのがあってダブルになってますっていうのは、 

1:56:01 許可の時に抜けがないようにかぶってでも全部加工ねということでやり
とりをした形を示していたと思ってます。 

1:56:10 決定をし設工認もそれを踏襲した形でやらしていただきますというの
は、前回ご説明した考え方は変わってません。それで、うちだけという
と二つから出てくる分はコラボして線が繋がるような形を、 
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1:56:25 今の姿をそのままなるべくごちゃごちゃにならないように十時 01 で示
すようにするのかなっていうのが、もともと思ってたところでした。以
上です。 

1:56:37 やっぱり規制庁カミデすいずれにしても整理をいただくということだと
理解します。 

1:56:44 あと、そういうことなんですけども、一応過半の話をしておいた方がい
いかなと思うんで確認しますけど、 

1:56:54 160 ページのあったんですかね、これが 
1:57:00 これも共通要因の過半のところですけど、 
1:57:08 161 ページでこれ地盤の話を読んでい。 
1:57:13 いたりっていうことですけどこれが十時 01 の、 
1:57:17 方で今同伴どういう状況になってますか。 
1:57:26 あと、規制庁カミデ、これもあれですかね地盤には飛んでなくて、

51143 に飛んでいるから、ちょっとギャップがあるっていう状況なんで
すかね。 

1:57:43 はい。弓削西原でございますちょっとそこも含めて、整理を再度させて
いただきます。ただここで言ってるような 

1:57:53 地盤の方っていうのはもともとの地盤で言っている要求事項を満足する
ような地盤に物を建てますよということを前提として地盤がを使ってい
ることなので、 

1:58:05 これどちらかと飛んで 9 点は、配当区報の矢印だと思いますその辺が、
中じゃないってメール化するかどうかはちょっとどこでこの図が複雑な
のかも含めてちょっと考えたいと思います。以上です。 

1:58:21 はい。規制庁カミデですそこの掛けぶりもちょっと悩ましいなと思って
いて地盤だけ呼び込んで、地震とか火災は預けてるみたいな。 

1:58:32 あの書き方で、実用炉もそうなってるんですけど、そうなると、 
1:58:37 何かまた関係性の十時 01 みたいなところと、またちょっとちょっと表

現が違ってくるんだなあと御思いながら見ていましたけど、整理をいた
だければ、 

1:58:48 その上で、今度 162 ページにいくと、また、耐震性の説明書があって、 
1:58:59 さらには、真ん中の方より下では 1.2Ｓｓは入ってっていうことなん

で、 
1:59:08 この辺を、 
1:59:12 あれなのか。 
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1:59:14 上がＳｓです。1.2Ｓｓっていうのはわかるんですけど、上がＳｓってい
うのはちゃんと読めるようになっていてその上でＳｓ分が、 

1:59:25 Ａ3 の加工施設の耐震性に関する説明書、飛んでますっていうのがわか
るように一応なってるんですかね。どうですか。 

1:59:37 はい。姫野石田でございますはい 
1:59:40 前回地震って単純に書いてるところを、設計基準の条件を超えたという

ようなところで 1.2Ｓｓってのが単純に言葉でちゃんと明確になってま
すかってところは、やりとりがあって現状はもう、 

1:59:57 ぐらいに保管する、重大事故対設備が転倒しないことを確認するとい
う、出だしがそもそもちゃんと何に対してっていうのがわかるように書
き分ける必要あるかなと思ってます。 

2:00:07 あとは実際にとる場所の、作業日、 
2:00:11 常時 01 でちょっと全体を整理した上で、誰が受けるのかということ、

あとはこれもいわゆる試算例というのが都道府県のさっきの自分と一緒
で、 

2:00:21 インプットの要件を山から呼び込んでいる形になるのでそこも含めて、
正しい位置関係でかつ、どこまでちゃんと書いて示すかということかな
と思いますので、 

2:00:33 そういったことも含めて、インとアウトの書き方ですね、あと、その、
何をし、指し示しているかってのがわかるように整理をさせていただけ
ればと思います。以上です。 

2:00:48 はい。規制庁カミデです。今のヒントあると思って言ってましたけど、
今これ十時 01 の方だと、アウトは 51143 がアウト先。 

2:01:02 なのかなと思うんですけど、それは今まだ表現できてないからこれか
ら、そのアウトウェット先を書きますっていうことですか。 

2:01:14 はい。日本原燃志田でございます先ほど木場Ｃｒｅａｔｏｒに、いろん
なものの関係も含めて整理をした上で、アウトが必要なものについては
宇都鶴崎を変えて、 

2:01:25 それが次回で示すのであればこれは次回で示しますということがわかる
ように、記載を拡充をさせていただくということかと思っておりまし
た。以上です。 

2:01:36 はい。規制庁神谷です。まずはわかりました。まず、今話をして耐震以
外のところとして確認するのは、私は以上です。 

2:01:52 その他確認事項ございますでしょうか。 
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2:01:57 長コサクです。今のインターアウトっていうところで言うと、委員の方
で、 

2:02:03 これも別紙 1 の方で話したことと一緒ではあるんですけど、 
2:02:10 どのレベルの事象だけが書いてあってですねその事象ってどこのレベル

までのこと対応するのかっていうのは、どこに書いてあるっていうこと
なんでしょうか。 

2:02:22 はい、日本イシハラでございます。まさしく先ほどの別紙 1 で話が出た
条件設定、いわゆるＤＢからＳｓ時にジャンプアップしたものとジャン
プアップしなかったものの差別化ってのは、 

2:02:38 現状すいません業績方針がそのまま進む抜けちゃってるので、できてな
いと思ってます。先ほどの基本設計方針はもう、 

2:02:47 とか決めたものっていうのをどうやって順番に書き下していくかってい
うところを整理をした上で、それを添付書類を受けるときにどういうこ
とを許可で整理をしたのかってのがわかるように書いて、 

2:03:01 ジャンプアップした条件とそうでないもんでも書き上げるということが
必要かと思ってます。以上です。 

2:03:09 はい。 
2:03:11 その上でジャンプアップするのは当然 
2:03:14 順々に明示していくということになるのでわかるようになると思うんで

すけど、 
2:03:18 そうでないものについては、ＤＢと同じ条件ですよっていうことを、何

らか言わない。 
2:03:26 わかんないと思うんですよね。さらに、 
2:03:30 内的事象を要因とすると、外的Ｐ受賞用外的の方は、 
2:03:37 外的な地震だからいい。 
2:03:43 防護設計としてちょっとレベルが違うものもあると思うので、 
2:03:48 それをどういうふうに表現するのかっていうのは、今あれですかね。 
2:03:54 情報誌の中で、それは代田伊井も含めてって書いてあるところで、 
2:03:59 読めるようにな。 
2:04:01 てるので、単純にＤＢの条件っていうのがちゃんと見えるようになって

いけば大丈夫なん。 
2:04:08 ですかね、どんなイメージでいいですか。 
2:04:17 はい、乳井西原でございます。 
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2:04:20 ちょっと私も、すみません整理をした上で、ＤＢと同じ条件だっていう
のは、 

2:04:29 ここにかけ暮らしてるところがあったと思ったんですけどぱっと抜けら
れなくてですね。 

2:04:48 少々お待ちください。 
2:05:07 日本イシハラでございますちょっと具体的な場所が、 
2:05:12 一つになってるので、あれですけども、鳥羽ですか。 
2:05:17 213 ページとかの荷重の影響が、先ほどこういうことを書いてあるか

ら、リンクが要るねっていうことになるんですけども、 
2:05:27 自然現象と入る説明書 5－1－1－1－1 に基づき算出する風荷重、神戸市

といったところでＤＢ側で設定したものをそのまま使いますよっていう
場合は、 

2:05:39 こういう書き方をさせていただいているのが現状でございます。以上で
す。 

2:05:55 あれですか、これ。 
2:06:05 意識してたのはここの所、事象に対しては上で書かれていてここは組み

合わせの話なのかなと思っていたんですけどそうではなくて、 
2:06:16 全体的に個々の事象の荷重、 
2:06:20 なりは、すべてこっちにゆだねていると、単純にそのどの事象をってい

う、 
2:06:26 大枠の方針だけっていう記載整理をしてるってことですか。 
2:06:31 はい。日本原燃石田でございますはい今、現状の整理はそういう形にな

ります。 
2:06:36 すべき事項は、また向こうで共通要因故障であったり環境条件が書いて

具体で荷重を設定しなきゃいけないものについてはこの（3）側で引き
取って、組み合わせまで含めて展開をしているということでした。以上
です。 

2:06:53 今日、 
2:06:57 そうだとする等、 
2:07:01 厳しい条件云々というのがそれで対応できるのかどうかはちょっと頭の

整理が私できないんですけど。 
2:07:10 ええ。 
2:07:13 トン尻尾も含めて整理をいただきたいんですがそ、 
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2:07:22 まさにセットじゃないと方針式にならないっていうことで、（1）（2）
（3）っていうのがどういう構成でそれぞれ何を宣言するのかっていう
のは、 

2:07:35 最初に何らか述べた方がいいのかなと思いますけど、今何か手当してる
んでしたっけ。 

2:07:47 はい。人間西原でございます。 
2:07:51 そこがですねうまくできてない可能性もあるので、まず一つは、ここの

中での 
2:08:02 各省での役割分担であったり先ほどの環境条件等の中の、荷重考慮とい

うか部分の役割分担は、 
2:08:13 頭で展開をして書けるようにします。加えて、先ほどあった 
2:08:18 いわゆるキョウトウ保障であったり環境条件のところで 
2:08:23 いろいろな荷重の話を考えた上でそれに対して、機能を維持するという

設計方針を語るときにその条件が、いわゆる 
2:08:33 意味と同じであるということ、ジャンプアップされた通りザ・パック谷

津で個別に書いてあるので、それ以外の部分についてはＤＢと同じ条件
を使うんだという前提をですね、前の方に書いた上で、その部隊を、 

2:08:45 後ろを（3）まで展開するとかいう紐づけも含めて、全体の枠組みがで
きればと思いました。以上です。 

2:08:55 はい。補足です。わかりました。 
2:08:58 今言われたところ、 
2:09:00 何らか手当ができそうだなっていうことはわかりましたので、整理をし

ていただいて、見ていきたいと思う。 
2:09:16 その他質問ございますでしょうか。 
2:09:25 すいません。規制庁、迫です。202 ページ。 
2:09:31 なんですけど、 
2:09:33 のＤＢの条件っていうのとはまた別の一番大きなところですけど、重大

事故等における条件の影響と、 
2:09:43 いうことなんですが、 
2:09:45 これは何で次回以降なんでしょうか。 
2:09:53 これこそ許可で、もう定まってると思うんですけど。 
2:09:59 はい、日本レジャーでございます。はい。おっしゃっていただいている

ことは理解をしてます。許可の中で重大事故たい設備は、基本的にまず
前提として、 
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2:10:13 重大事故が発生するかんときの条件に対して耐え得るということと、重
大事故時における、想定材料環境要件に対して耐える設計とすると。 

2:10:25 いうことを書いた上で 
2:10:28 もともと考えた上で、先ほどの重大事故側の条文の構成として、個別具

体の設備がこの後の閉じ込め機能の閉じ込める機能の喪失であったり、 
2:10:41 こういうような個別の条文で展開されるのも含めてその設備が具体が 2

回以降に出てくるというのも含めて、その申請開示とあわせて、 
2:10:51 全体を含めて展開をさせていただければということで、次回にさせてい

ただきました。ただ当然ながら環境系に頼るんだという大枠の前提条件
はその前にちゃんと述べさせていただいた上でということでございまし
た。以上です。 

2:11:06 はい。その数、従来そういう考えのもとでやってきたのわかるんですけ
ど、わかるというか聞いてるんですけど、それでは駄目で方針はちゃん
と意識出してくださいねと。 

2:11:18 いうふうに舵を切ったわけで、 
2:11:20 それで方針っていうところはこの後の 1－1－4 っていう段階は、 
2:11:26 方針でしっかり述べますと、 
2:11:28 この江田になってるところについては 
2:11:32 部分的になるかもしれませんっていうことだったと思うのでここ 
2:11:38 こんなこと書かれてしまってはどうしようもないと。 
2:11:40 いう古藤です。特に一番の要求事項ということでそれを宣言しない限り

は、それに対応する建屋にならない。 
2:11:51 で、書くっていう方向だと思ってますがよろしいですよね。 
2:11:59 はい。宮城西原でございますはい。 
2:12:02 おっしゃっていただけると理解しました。ここで書くべきことをちゃん

と整理した上で共通的に、まず方針として述べるべきこと、個別設備と
伺うところというのを仕分けをした上で、共通的にべきところは、ここ
で書かさせていただくと。 

2:12:17 いうことで整理をさせていただきたいと思います。以上です。 
2:12:22 はい。よろしくお願いします。 
2:12:28 その他確認事項はございますでしょうか。 
2:12:42 ないようでしたら、まとめの方にお願いしてもよろしいでしょうか。 
2:12:46 振り返りの方、よろしくお願いしまよろしいでしょうか。 
2:12:52 はい。日本原燃豊岡です。では振り返りたいと思います。 
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2:12:58 まず別紙 1 の方でございますかね 
2:13:05 て 6 ページ 8 ページ、等なんですけども許可の本文事項の車斜面という

部分で、 
2:13:13 本文の方で何らか呼び込んでる部分を、 
2:13:19 既設購入の競合法人等ちょっと省いてるというようなところに関して

は、その辺りもですねしっかり、 
2:13:26 わかるような文章にちょっと体裁をして、修正をしていくというところ

がまず 1 点でございます。 
2:13:35 それからＣＴアドワズですね、呼び込みですね、 
2:13:42 ①－Ｘとか、以上そういう呼び込みを書いてございますがそこの呼び込

みの部分に関しまして、しっかりもう一度ちょっと精査をして、 
2:13:56 精査をするというところがもう 1 点。あとは、工場等の表現ですかね。

この経緯による、 
2:14:05 まずしっかりするということと、あと後、 
2:14:10 30 条以外のですね、全体を通して、 
2:14:15 工場等とか、お得できる表現にするとか、これは一旦整理をして、展開

していくというのがもう 1 点、それからあとＰ51 ページですかね。 
2:14:28 これも本文との差分でございましたが宇井リーダーの三階というところ

の記載を削除したっていう理由ですかね。そこをもうちょっとわかりや
すく修正するというのが、 

2:14:43 以上が別紙 1 の主修正点でございます。別紙 2 でございますが、 
2:14:51 まずはその主要な設備という部分に関しまして、間瀬産業は 
2:14:58 重大事故の大枠を行っているという観点で、設備には書かないところ

を、ちょっと一部ですね、し、設備名を書いてる部分があったというと
ころで、その辺りをですねどういうふうに書くかというところを整理し
た上で、今一度ちょっと整理をするという 

2:15:16 のが別紙の修正点というふうに認識してございます。 
2:15:21 続きまして、別紙 4 でございますが、まず 
2:15:27 共通要因のところろう。 
2:15:29 ですかね 
2:15:31 部文章の中で的場示唆キーですかね、いろいろ書いてございますが、先

ほど、 
2:15:40 十時－01 でちょっと議論いたしました展開したフローですかね、それと

の背 
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2:15:49 流れがちょっとうまく整理できてないという部分もありますんで、十字
の 01 のフローと合わせてですね、こちらの別紙 4 の飛ばし先、アウト
プットさっきの展開をちょっと整理するというところ。 

2:16:05 あわせてすいません、別紙 4 の中でですね、当該先ではなくてですねイ
ンプットとして読み込んでる部分もございますんで、その辺りを整理し
てちょっと記載を精査していくというところ。 

2:16:22 あとはですね、 
2:16:28 インプットとして呼び込む際にどういう事象かという部分ＤＢと同じ条

件のものなのか、それから少しジャンプアップした余要件なのかという
あたりもしっかり整理して書いてくというところがもう 1 点。 

2:16:44 それから別紙 4 のですね 
2:16:50 従来事故等における条件の影響という部分ですが、これは次回以降とい

うところに記載してございましたが、 
2:16:57 約束、約束した大きな方針はもう全部出すということで、 
2:17:04 そういう方針にしてましたんで、ここでもしっかりですねまずは方針を

しっかり書くというところで、修正すると。 
2:17:13 いうところでございます以上以上が振り返りというところ。 
2:17:18 かなと思ってございます以上です。 
2:17:22 規制庁コサクです。ちょっとあの、 
2:17:24 振り返りで足りないというのではないんですけど、 
2:17:27 ほそくうとしてどう今後出てくるのかなっていうのを見ててですね次回

以降なので、 
2:17:35 はあるんですけど、 
2:17:38 別紙Ｃ、 
2:17:41 別紙 5－02。 
2:17:47 見て、今話をしているのではあるんですが、試験検査性のところで、 
2:17:56 つけるのが、適合性の整理表となってて、 
2:18:03 実用炉の方も適合性一覧表記載要領とか、よくわかんないのになってん

ですけど、 
2:18:10 試験検査性って特にＭＯＸ工場はこれから作ることもありですね。 
2:18:18 そもそも能試験、 
2:18:22 検査アクセス性みたいなところとか、 
2:18:25 もろもろロー説明いただく必要があるルー。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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2:18:29 ことが多いんじゃないかなと思うんですけどこれで説明できるんですか
ね。 

2:18:41 日本原燃笠間です。適合性の整理表の中身っていうのは発電炉で、 
2:18:46 健全性の説明書から、その前の使用、その後の使用前で、適合性確認検

査をするための項目を洗い出したものなので、今コサクさんがおっしゃ
るような、 

2:18:56 新しい設備の形状が違うものの試験検査性とか現場の寄りつきとか、そ
の辺までは説明してませんので、 

2:19:05 ちょっと説明が必要かどうかちょっと検討させてください。 
2:19:10 はい。 
2:19:11 よろしくお願いします。 
2:19:18 振り返りの方ありがとうございました。は開始からもう 2 時間以上経っ

ているので 10 分ほど休憩とろうと思いますがいかがでしょうか。 
2:19:29 日本連盟ナカハマです。 
2:19:31 休憩よろしくお願いいたします。 
2:19:34 では再開 16 時 5 分にしようと思うんですがよろしいでしょうか。 
2:19:39 はい。16 時 05 分再開ということで、了解いたしました。 
2:19:44 はい。 
2:19:45 それでは 1 度、録音てしていただいてもよろしいでしょうか。 
0:00:00 録音開始しました。 
0:00:03 それではヒアリングを再開したいと思います。それでは日本原燃側、資

料の次の資料の説明をよろしくお願いいたします。 
0:00:14 はい、日本原燃谷口です。えと次にご説明する 1.2Ｓｓのうち全体の方

針に関わる部分の内容をご説明をさせていただこうと思いますが、 
0:00:24 資料はですねまず最初の十字の 00－02 の側からでございます。 
0:00:29 こちらの別紙 1 の基本設計方針のところなんですけれどもこれは前回ヒ

アリングをさせていただいた時から語尾をちょっと綺麗にするとかそう
いった程度の修正しかしておりませんのでこちらの特にご説明する内容
はないかなというふうに思っております。 

0:00:45 添付の方からの別紙の 4 の方ですね、言っていただきますと、 
0:00:50 親添付になります別紙の 4－1 の方なんですけれども、通しページで

250 ページ。 
0:00:57 でございます。 
0:01:00 6 の 250 のところに 
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0:01:04 移転の先生に対応する可搬設備の話以前のヒアリングの中で過半の申請
をさせていただくタイミングで記載をさせていただきますと、 

0:01:12 いうふうに記載をしておりましたがここ全体の方針に関わるところなの
でということで今回文書として、考え方を入れるということで反映をし
ております。 

0:01:21 添付の側の方ところはここだけですので、面でご説明する内容は次の別
紙 4－2 になるかと思いますこちらの添付の内容をご説明をさせていた
だきます。 

0:01:36 日本原燃の菊池です。それでは別紙 4－2 についてご説明させていただ
きます。 

0:01:42 295 ページ目をお開きください。 
0:01:51 はい。こちら別紙なんですけれども、今前回のヒアリングでのご指摘を

踏まえまして審査会合でご説明させていただいたと。 
0:02:00 整理を踏まえてですね 3、耐震のですね 3－1－1 の基本設計方針の中身

を 
0:02:08 1 人の中身の構成を踏まえて展開をして、干せる見直しでございます。

藤さんの 3 に関して対象、前回は最初設備と書いてたんですけどもこち
ら重大事故設備の対象として、 

0:02:21 全体的に衛生設備として機能を期待するものというのでええと設備の方
を明確に記載するというのとあと 3－4 でですねその拠点耐震に関して
の耐震の基本設計方針の方を、 

0:02:34 展開するような形に見直してございます。 
0:02:37 またですね心地のですね重大事故とか設備、地震を要因とする重大事故

等対処設備に重大事故等に対処する重大事故施設としてのですね、要
求、 

0:02:48 もう及び維持、機能維持に関してですね、以前は耐震 
0:02:53 化に関しての機能よ、要求機能に関して記載してございましたが、こち

らですねあの時、全体の重大事故等体操対象施設としてのですね、心理 
0:03:05 する時、重大事故対処するための設備に関しての要求機能に関して整理

をした上で、5－2 の方でですねそちらの 
0:03:14 リョウケツで機能の維持に関しての基本方針を展開する形としてござい

ます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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0:03:19 6 ポチなんですけども、1、1 ポツからコスト国の中にですねちょっと 3
点、明日、地震の数の 1－1 の耐震の基本設計方針の全体的な波及影響
ですとか、 

0:03:32 計画、 
0:03:34 こちらの方でまとめてお迎えする形で見直しでございます。 
0:03:39 それでは中身の方に、発、 
0:03:42 説明させていただきます。 
0:03:44 Ａ5297 ページ目をお開きください。 
0:03:55 はい。こちらの方は様、仕事の見直し等はメインでですが以前可搬型に

関しての重大事故と設備の説明が不足してたのでそちらの方を追記して
ございます。 

0:04:07 またですね 3 の数、第 3 の 3 ポチ 3－1 の図 1 にですね、ですね、重大
事故等対処設備の、どういったところの、 

0:04:17 設置されるかというところで、299 ページ以降にですね図面の方を追加
させていただいてございます。 

0:04:26 3 ページ、 
0:04:28 それぞれの対処に対して配置を進めさせていただきまして、315 ペー

ジ。 
0:04:36 ですね、3 ポツ 4 として、移転に対する設備の耐震設計の基本設計方針

を展開する形となってございます。 
0:04:46 こちらについては前回 6 対デンマークのところで書かれ、書かせていた

だいた内容に関して、こちら、記載を、こちらの方に展開をし直してる
というところで修正してございます。 

0:05:01 以上です。 
0:05:05 はい続けさせていただい。 
0:05:10 316 ページにはですね 1.2Ｓｓのですね基準地震動のＳｓを 1.2 倍した地

震力の 
0:05:19 例として記載として記載を展開して、スペクトル 
0:05:23 ＬＯピクセル等の考え方について記載をさせていただいてございます。 
0:05:31 いただきまして 332 ページ目。 
0:05:39 こちらからですね以前耐震建屋側の方を記載してございましたが、重大

事故の、 
0:05:46 1．二倍の地震力を期待する設備に関して、それぞれの普及機能そちら

から要求される機能の維持に関しての観点を整理してございます。 
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0:05:57 ここチラーは当間受グローボックスであるとか次のページであります
と、可搬型の形で大体、感知設備等の記載に関して要求機能、 

0:06:09 機能維持、安定の性能を整理してございます。 
0:06:13 ただですね建物脳外を引き渡すものとか、 
0:06:17 分析自体を追記してございます。 
0:06:20 ＡＡ4、336 ページ目になりますと、それはただジコウタイ設備を支持す

る建物としての要求される機能として、そういったものがあるかという
ところで重大事故等大切支持する機能でありますとか、接続を維持する
ための、 

0:06:36 機能が抜けされるというところで以前書いている内容を展開してござい
ます。 

0:06:43 続きまして 338 ページ目ですが、小野市でまとめたＡＡ要求機能及び機
能維持に関しての考え方に関して、すと 3－1－1 の資料。 

0:06:57 備品クラスの考え方。 
0:06:59 主体性耐震設計の耐震設計の基本設計方針とか、踏まえて 2Ｓｓの設備

に対しての考え方の方を記載を見直して記載をしてございます。 
0:07:12 3、341 ページ目にですね、 
0:07:18 340 
0:07:20 41 ページ。 
0:07:22 ましてそ 
0:07:23 ＰＳＳに関しての許容限界に関しての記載をさせていただいてございま

す。 
0:07:30 特にですね、341 ページ目の（3）に関しては、この構造物に関してです

ね 
0:07:39 て感じですけども建物全体としての変形能力が終局耐力値の変形 4、

4000 マイクロに対して十分な誘導。 
0:07:48 をするために背許容限界を、重大事故等対処設備の教育委員会である

2000 マイクロ歳ということで、4000 マイクロを考慮した上で 2000 マ
イクロ設計するというところで、記載を、 

0:08:00 エメックスさせていただいてございます。 
0:08:04 続きまして、342 ページ目。 
0:08:08 以降からですねこちらはですね機能維持に関して基本方針ということで

重大事故等体制 1.2 室を期待する機能。 
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0:08:17 重大事故抗体設備、今回、建物に関してですがそちらのチェック用地震
動ですとか、そういったところの方針に関しての展開を記載させていた
だいてございます。 

0:08:31 続きまして 348 ページ。 
0:08:37 ですが、こちらから波及影響でありますとか、 
0:08:41 国道検査行動計画等配置計画に関しての記載をさせていただいてござい

ます。 
0:08:48 以前、3－1－1、1 の基本設計方針の波及影響等にから、 
0:08:55 展開するということで記載してたんですが読みかえ等々ありますのでそ

ちらの方、 
0:09:00 Ａと記載の方、Ａ、 
0:09:03 3－1－1－4 の 3－1－1－4 波及影響に関わってですね、読みかえて適用

できるように記載のほうを見直し直してございます。 
0:09:15 またですねチラー波及影響の関係の話で、プレスＮ食うの地震力とです

ね教育委員会に関する考え方は倉庫。 
0:09:24 以降、（1）と（2）で記載を展開するようにしてございます。 
0:09:29 63 以降の構造計画以降に関しては、 
0:09:34 3－1－1 のですね、耐震設計の基本方針の関係に基づき設計するという

ことで以前コメントいただいたご指摘を受けたことを踏まえまして語尾
等の修正をさせていただいてございます。 

0:09:47 全体的な山王位をですね、 
0:09:52 4－1、4－2 に関する説明を以上になりまして、 
0:09:57 こちらを踏まえまして補足説明資料として、十時 02 に関して補足説明

資料を作成してございます。 
0:10:05 こちら十時 02 に関してはですね重大事故等対処設備としてのどういう

ものがあるかということの、 
0:10:11 はい。 
0:10:14 終わりましてええと、 
0:10:17 102－10 ページ目をお願いします。 
0:10:29 十時 02 の 10 ページ目からですね 4000 マイクロ建物に関してですが、

投資能力ということで 204000 マイクロ高齢者設計ということで 4000
マイクロ 

0:10:41 テレビがどういう状態なのかというところで記載文献等の 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:46 燃えまして、どういった所、4000 万これどういった状態になっているか
というところの、 

0:10:50 考え方に関して記載を追加させていただいてます。11 ページ目。 
0:10:57 思いします。 
0:11:01 1 年、11 ページ目からですね 
0:11:04 別紙の 4－2 で踏まえた機能維持に関してどういったところに対してど

ういう要求があるかというところを記載させていただいてまして、42 以
降からですね 4000 マイクロにおける度の状態支持機能についての 

0:11:18 考えについて記載させていただいてございます。 
0:11:24 建物に関してですがジャックの 46。 
0:11:28 1 の 1991 の補足に書いてます耐震の 
0:11:33 連続性を考慮してございまして次のページの 13 ページ目ですね。 
0:11:39 時期に関してこちらの空の方の試験結果等々も踏まえて、どういった結

果であったかというところで、施策数を記載してございます。 
0:11:49 理事としてですね燃料はペアの実験ですが、 
0:11:55 コンクリート剥離が見られる。 
0:11:58 いずれの文献における実験結果においても、実験結果の終局状態に対す

る最大耐力に関する 4000 マイクロ以上の変形時に獲られていると。 
0:12:07 最終的な破壊状態においては表面 
0:12:12 にひび割れが多く発生するというところとあと、とか、試験体の一部に

おいて、コンクリートの剥離が見られるというところなんですがこちら
の剥離に関しては縮ストラップの 

0:12:23 による、端部の破損ですとか、よく主要なせん断ひずみのすべりの洗浄
の 

0:12:31 剥離が見られる傾向が見られているところで菅 
0:12:36 考えております。 
0:12:38 またですね、また以降の文章ですがベベベベッ内浦試験体として 2000

マイクロ 4000 マイクロ等で別な試験として 4－2 の図でですね、別な試
験結果についても示させていただいてございます。 

0:12:53 においての結果としては先ほどと同様で、4000 万あるにおいて、 
0:13:00 ですね、 
0:13:02 あまり 
0:13:04 今日の刷新、グリッドのアプリは見られないという結果が見られてまし

て最終、 
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0:13:10 最大風速によるせん断ひずみに関しても 4000 マイクロより大きいもの
となってございます。 

0:13:17 途中、22 ページ目ですが、 
0:13:23 4－2－3 のところで最終的に 
0:13:26 文献も結果を踏まえてですね、こちらの計画に関して、 
0:13:31 4000 マイプロですが、 
0:13:37 えーとですね、すみません、実験結果を踏まえますと最終的な終局耐力

4000 マイクロにおいてのコンクリートの剥離に関しては 
0:13:46 そうですか。井上学会。 
0:13:48 一般部の破損であったり滑りによる、 
0:13:52 というところで大規模なちょっと壁間壁のですね剥離という話をしない

というふうに考えてございます。 
0:14:03 やはり、 
0:14:07 多分ピックアップ地においても最大耐力につき、 
0:14:12 我々仙波ひずみに関して建物原料確定においてですね。 
0:14:17 4000 マイクロより大きなってるということと、あとは実験値に関しての

強度発生鉄筋コンクリート製の材料を用いて、大きなアプリは起きてな
いと考えてございます。 

0:14:29 ちょっと説明が下手で、すいません。 
0:14:32 次恩田さんですが、土岐側の方の説明設計方針なんですが申し訳ござい

ませんがちょっと建物に関する記載に関して、 
0:14:42 次回以降記載してございます。こちら、補足説明資料を見て次回以降で

ちょっと、どういった音声マイクにおける考慮を設計するかというとこ
ろ。 

0:14:51 もうちょっと、 
0:14:53 記載させて修正させていただきたいと思ってございます。 
0:14:57 説明の方は以上です。 
0:15:04 ご説明ありがとうございました。それでは規制庁から度合い書について

事実確認ありましたらお願いします。 
0:15:13 規制庁上出です。まず、 
0:15:17 十時 0002 から 
0:15:22 別紙 1 はあんまり変更はないということでしたけど、 
0:15:27 一応認識を合わせておきたいのは、61 ページのところで、 
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0:15:37 先ほども説明、補足でも説明ありましたけど、建物の許容限界のところ
ですね、 

0:15:48 括弧Ｃなんですけど、 
0:15:52 ここには 
0:15:54 ほぼ許可で言っていることと同じことしか書いていなくて、ただ実際、

中身を、 
0:16:02 見るといろいろ、 
0:16:03 4000 だとかそういう話があってっていうことなんですけど、そもそも 
0:16:09 4 月の会合で説明していただいた事項をどう反映してるかっていう認識

なのかってご説明いただけますか。 
0:16:23 はい、業務部の谷口です。 
0:16:25 当時の審査会合の中で議論をさせていただいたのはですね、まず我々が

その事業とかで、耐震 
0:16:35 通常の普通の設備の耐震設計でやっていることを踏襲して、1.2Ｓｓに対

してもきちんと重大事故の対処ができると。 
0:16:45 いうことをご説明するというのが今回の考え方ですということをお話を

させていただきました。 
0:16:51 これ実際にその議論の中で、建物としては終局状態になったとしても、

大きく崩れることはなく、そこに立ってられて、きちんとエリアとして
は確保がされて、機器の指示ができて、 

0:17:03 実際に重大事故の対象に要求される機能が発揮できる状態になっていま
すということを今後確認していきますと、 

0:17:12 その評価の中では、その 4000 マイクロというのがまずはのクライテリ
アにはなるものの、我々としてはそれに余裕を持たせた設計をすると。 

0:17:22 いうことでまずは 2000 マイクロの一つの指標にして評価をしますと。 
0:17:27 万が一それを上回るところが出てきましたらそこに対して、きちんと個

別に健全性の評価をしてのが発揮できるかということを確認していきま
すと、 

0:17:37 いうそういった話をさせていただいたと思っています。 
0:17:41 ですが今回実際に基本設計方針の中で言っていることは、基準地震動の

1.2 倍の地震力に対して、きちんと重大事故等対処設備が機能を発揮で
きることを確認していきますと、 
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0:17:54 そのためには、実際にその耐震でやっている内容を踏襲して確認をして
いきますというそういった内容で反映させていただいたというふうに思
っています。ですね実際に審査会合で、 

0:18:06 をさせていただいたお話を展開していて、記載をしているつもりでおり
ました。 

0:18:15 と規制庁カミデです。61 ページの下欲しいの話は、 
0:18:21 この隔離だとただ 2000 マイクロに納めますっていう話しかなくて、今

説明だった 4000 を目標に、さらに、 
0:18:31 それを見越して建物でもこういう設計をするんだと、それを踏まえて、

2000 にしますけどっていう花Ｃの前段がまるっと抜けて、 
0:18:43 いるように思えるんですけど、その辺どうなってるかっていうことを確

認してるんですけど、いかがでしょう。 
0:18:52 はい。日本原燃谷口です。 
0:18:55 実際に基本設計方針の中で述べることは我々としてはその結論として、

どういうことをするかということだったので、今は事実上の耐震と同じ
2000 マイクロに対して設計をしますということを、 

0:19:09 表現をして記載するのかなと思っておりました。ただし今おっしゃって
いただいたように実際そこには、議論の背景があって、そういった議論
を踏まえて、基本設計方針になるんだというその経緯と考え方を、 

0:19:22 添付書類で記載をしていくのかなということで先ほど説明させていただ
いた添付の中には、集約の 4000 があってそれでも対処できるんだけれ
ども、十分な余裕を持つという判定基準を設けるということで、今回
2000 円を加えて整理しますというふうに記載をさせていただいておりま
した。 

0:19:42 藤規制庁カミデスあの二つお話をしたいことがあってまず一つ、お作法
的なところですけど、 

0:19:50 本文に今書いてあるのは、もう 2000 マイクロに納めますっていうだけ
なんで、添付で幾ら何か書いても駄目ですよというか、それは、添付が
整合してなくて、 

0:20:03 この本文の記載を正とするのであればもう、このせん断ひずみに対して
終局に対して十分で余裕としか書いてないですけどす。 

0:20:14 それでいいんですかそれも審査会合といった話違うと思いますけどそれ
でいいんですか。 

0:20:25 はい。日本原燃の谷口です。 
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0:20:28 今おっしゃられていることで最後の本当の結論しか、 
0:20:33 書いていないので、その議論の中であった。 
0:20:38 うん。 
0:20:38 上流側として、終局で大丈夫よね。 
0:20:41 ていうのが、 
0:20:43 全く表現できてないっていうのを認識しました。 
0:20:47 ちょっとそこはそうですポンプで、今の書いている内容を含めて、どこ

までちょっと本文で表現するかっていうのは考えて記載をさせていただ
きたいと思います。 

0:21:00 藤規制庁カミデです。何ていうか、 
0:21:04 添付だったり他の補足説明資料、 
0:21:08 だったりを見ると、2000 とは言いつつそれとそれを超えた場合っていう

のをまず事業者が考えていて、それでいいかどうかとあと別なんですけ
ど、そういうことを許容できないほどきっちり 2000 マイクロでやりま
す本文で言います。 

0:21:26 示してますよっていうことをまずお伝えしてるんですけどそれは今の記
載はそうなってるっていうのを理解いただけますか。 

0:21:35 はい。日本原燃谷口です。ありがとうございます。そういった認識に今
立つことがようやくできました。 

0:21:47 はい。規制庁カミデですね。一旦それは置いといてもう一つ目、もう一
つの方で、会合で言っていた、終局までを見越した、 

0:22:01 田植えその建物に、建物についてはこういう設計をしますっていうとこ
ろが落とし込まれていないんですけど、その点はどう考え 

0:22:14 どこにどう記載するとかっていうのはありますか。 
0:22:20 やっぱり日本原燃谷口です。 
0:22:23 先ほど申し上げた通りで、その基本設計方針が今全く、審査会合お話を

させていただいた内容に、 
0:22:33 するというか、表現あるんですけど泳げる 
0:22:36 記載になってないっていうのがわかりましたんで、 
0:22:40 それでいくと実際、その終局まではきちんと対処ができて、それを踏ま

えて、余裕を見て、 
0:22:49 こういうクライテリアにしますっていうことも、この基本設計方針に表

現することが必要なのかなというふうに思いました。なんでちょっとそ
れを、 
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0:22:58 基本設計方針に書くって、 
0:23:00 いうことで考えさせていただければと思いました。 
0:23:05 あと、規制庁カミデです。 
0:23:08 ちょっと食い違っていて、私はまずその設計方針として変形に追従でき

るとかっていう、説明があったと思うんですけど、それをどう落とし込
むんですかという話をしてました。で、 

0:23:23 今谷口さんの海峡は 2000 とは言わず、それを超えても許容できるんで
すっていうその評価上のクライテリアを今考えて、今事業者が考えてる
ことを、 

0:23:34 ちゃんと本文にも落とし込む言ったんだと思いますけど、それはそれ
で、 

0:23:41 書くなら書いてるとは思いますが、その前提そうできる前提となる、こ
ういう設計にするからっていうのをちゃんと書かないといけませんよ
と。 

0:23:51 いうことをお伝えしてるんですけどそこについて、どう指導しなきゃい
けないと、どうしようとかって考えて、 

0:24:02 はい、日本原燃谷口です。すいませんでした今おっしゃられていること
の趣旨を理解いたしました。 

0:24:08 建物として終局状態になってもこういうことになってますということを
今日 14－02 の後半部分で、 

0:24:17 過去の文献なんかも上げた上で、こういった状態になってます、だから
大丈夫ですっていうことを言わせていただいていますが、ここの内容
を、 

0:24:27 少し別紙の 4－2 でいくと、 
0:24:33 ポツの、 
0:24:34 スポーツの 
0:24:37 中ですね。 
0:24:41 ポツの 2－1－5 農協限界なのかそのポツの 2 年の機能維持なのか、の中

に、 
0:24:47 ちょっとその考え方なりＳｓなりを入れるのかな、いうふうに思いまし

た。そんなイメージで合ってますでしょうか。 
0:25:01 藤規制庁カミデです。ですね。 
0:25:05 誰にどう書くかっていうのも、 
0:25:09 ちゃんと体系的に考えなくてはいけないと思うんですけど。 
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0:25:14 まず本文事項かどうかっていう整理をちゃんとしてもらって、本文に書
くのはこういう事項だからっていうので、その場合、本文には出てこな
いとか、 

0:25:26 いう整理であれば添付のどこが適切かっていう話になりますけど、添付
でいうと、今 5、4－2 のボポツって言われてましたけど、ボポツの、 

0:25:41 そういう話であるし、 
0:25:44 1.2Ｓｓっていう関係だとこういうところでせいとは思いつつ、実際その

耐震 
0:25:53 設計っていう意味で、 
0:25:56 その変形に追従できる云々っていうのは、390349 ページに読んでるよ

うな構造計画と配置計画であったり、 
0:26:09 ちょっと 6.5 のダークティがちょっと今実際関係するかちょっと。 
0:26:15 アトワス霊的に思い出せないんですけど、そういうところにも十分関係

するところだと思いますんで、今ただ呼び込んでいるだけなんですけ
ど、こういうところをちゃんと 

0:26:31 ＳＡの設計として何をするかっていうことを整理した上で、ＤＢ側ｄ
す、どういう説明書に何が書いてあるかっていうことを確認して、ＳＡ
として追加でちゃんと論じるものはちゃんと示してもらうという整理が 

0:26:47 まず必要だと思ってますので、その辺りしっかり検討いただきたいと思
いますが、 

0:26:55 大丈夫ですか。 
0:26:58 はい、梅田井口です。検討はさせていただきたいと思いますが、今まで

聞いていての、のファーストインプレッションでのちょっと回答であれ
なんですけど、 

0:27:10 今のＤＢの中で行っている構造計画やそのダクトリティは、通常の設備
設計において、 

0:27:20 でですね集中的に、今日その極大になるような、 
0:27:24 応力集中が発生しないように公金等に地震力を分担して、設備として変

な形状にならない変な対応にならないと。 
0:27:32 いうようなことを考えた位置にしましょうね、接近しましょうね、圧で

その中での誘導、適当に設備の中に持たせて、 
0:27:42 その地震力がちょっと大きくなったからといってすぐに何か機能を失う

みたいなことをしないようにしましょうねというのが書いてあるのが、
この 
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0:27:52 行動計画とかアクティビティーの話だと認識をしています。 
0:27:56 その考え方そのもの、何かＢだからＳだから 1.2Ｓｓだからっていうの

で変わることはなくて、その設備の設計の考え方としては同じなんだと
思ったんです。 

0:28:09 ただその 4000 っていうその状態に対してその設備がどうなるか、どう
なっているか、それをきちんとどう確認するか。 

0:28:17 いうのは、どっちかそのどっかにきちんとまとめて表現をしないといけ
ないんですけれども、その図、 

0:28:24 今回のその 1.2Ｓｓの対応が、そのＤＢＳＡとやっていることの設計の
状態が違うかっていうと、それはそんなことはないのかなと思ったので
ちょっと書く場所が、 

0:28:36 小田島菅まずはちょっと最初、そんなことを思いましたが、いかがでし
ょうか。 

0:28:43 はい。規制庁、カミデです。そうだとすると、 
0:28:47 あの会合で説明されたことって一体何なんだろうという気がしていて、

1.2ｓＳＤ褶曲を踏まえ、 
0:28:56 踏まえてといって床スラブはこういう設計にしますって、建物も耐震駅

と躯体新駅以外の壁についても、変形に追従できるようにとかっていう
そういう設計をしますと。 

0:29:10 宣言していることが、 
0:29:14 な、何なんですか、こんなのはＴＶでもやってますからっていうことで

別に特別なものでも何でもなくて、 
0:29:22 でもあれですね 4000 思う。 
0:29:26 視野にっていうことだからＤＢでそんなことやってるのかなと今、 
0:29:30 の回答を聞いて非常によくわからなくなったところですけど。 
0:29:35 いかがですか。 
0:29:38 はい。日本原燃谷口です。おっしゃられるように実際我々として、終局

状態になったときに、こういうふうになるので、設備として大丈夫です
というご説明をしていますので、 

0:29:52 しかもそれをちゃんと設計として確保してやりますと、 
0:29:56 いうことだったかと思いますので、確かにその今申し上げた、いやいや

ＤＢと設備は一緒なんですよって。 
0:30:03 要は確かに言い過ぎだったなっていうふうに思いました。 
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0:30:07 実際ちょっと会議の中で説明をさせていただいた終局状態ってこういう
ことになっていて、ちゃんとそれを 

0:30:16 それとちゃんと重大事故も会社の機能が発揮できる設計をしますという
ことだと思いましたので、ちょっとその辺をどういったところに、 

0:30:26 分担させて記載をするのかっていうことをちょっと考えてみたいなと思
いました。ありがとうございました。 

0:30:35 あと、規制庁カミデです。 
0:30:38 今日のヒアリングでそれを、もうある程度方向性が見えるようにこの辺

にこういうことをかけますっていうのが、本当は認識合わせできるのか
なあと思ってたんですけど。 

0:30:52 まだそれよりも手前の段階でしか話ができていなくて、 
0:30:57 なんですけどこの辺の、 
0:31:00 会合で聞いたことを、どうせ基本方針取り込むかっていうのはの会合で

もいましたけどすごい大事なところ、あんまりこれでまた、 
0:31:13 またしばらくそちらは資料直すのを待って、 
0:31:18 話を聞いてっていう進め方でいいのかっていうところはあるんですけ

ど、どういうふうに進めますか。 
0:31:31 はい、日本 0 谷内です。 
0:31:33 資料としてはそうですね今日おっしゃっていただいたところの理解ま

で、そもそも私ができてなかったっていうところが一番の問題かと思い
ました。 

0:31:44 今日のお話をさせていただいて、実際にその会合の、 
0:31:49 内容として、展開をしなければいけないの、こういうことだっていうの

は、何となく、今 
0:31:57 かなって思ってますんで、実際のその細かい文言ではなくて、ここでこ

ういう趣旨の内容を書こうと思ってます。ただ内容ちょっと入りつつ、 
0:32:07 そして確認をするっていうそういう手順を置くのかなっていうふうに思

いました。 
0:32:14 狩野鍛治でいかがですかね。 
0:32:16 はい。はい。規制庁上出ですす。 
0:32:20 そうですね。大庄の耐震、地震 00 の話が金曜日に予定しているので、

今のお話だと数枚程度の資料だと思いますから、 
0:32:35 この金曜日であれば水曜日とかに出してもらえる珍重あれば 
0:32:40 そんな感じで、認識合わせ用のものを作って、話ができれば、 
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0:32:49 いいかなと思いますけど、どうですか、対応可能ですか。 
0:32:55 日本原燃谷口ですもちろんありがとうございます。承知いたしました。

ちょっとそんな形で資料の準備をさせていただければと思います。 
0:33:07 はい。規制庁カミデです。よろしくお願いします。本文の、ここに会合

で説明したこと本文にはこれが、 
0:33:17 行って添付にはこれが行って、経産省にはこれだけみたい 
0:33:22 だけど、ちょっとそういう話ができるようにお願いします。 
0:33:28 あとじゃちょっと続けますけど、 
0:33:35 どうしようかな、ちょっと構成の話をする等、 
0:33:41 296 ページ。 
0:33:49 最初の概要で、 
0:33:52 このいちいち論からの展開ですよっていうのがわかるようになっている

んですけど。 
0:34:00 要は別紙 4－1 なんですけど、 
0:34:03 ただ、別紙 4－1 を読むと、別紙 4 度に預けてる内容って、何かほとん

どなくてですね関係性がわからなくて、 
0:34:15 具体的に読んでるようなところって、258 ページの許容限界のところ

で、 
0:34:25 許容限界のなかなか説明しにくい部分って細かい部分を、別所のに示し

ますっていうぐらいのリンクしかわかってなくてですね、それで 4－2
見るとまた頭から全部書いてあってっていうことでこの辺きちんとリン
クを貼ってと、 

0:34:42 要は別紙 4－1 側での手当だと思いますけど 
0:34:47 手当が必要だと思いますけど、事業所の認識はどうですか。 
0:34:55 はい。日本原燃谷口です。承知いたしました。 
0:35:00 あれですねここの概要正直に申しますと当初作り始めた時の文書をその

ままもう作って細野後いじってませんでしたので、ちゃんとその親の添
付で、 

0:35:11 こういったところを低下してますよ、こっちで説明しますみたいなのが
ちょっとわかるように、きちんとメンテナンスをさせてください。 

0:35:20 はい。規制庁カミデです。よろしくお願いします。で、同じような話な
んですけど今度 349 ページで、 

0:35:29 さっきお話をした構造計画とか、社名とかだけキュリティの話なんです
けど、これは 
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0:35:37 ですね。 
0:35:39 ＤＢ側を呼び込んで、同じようにやりますっていうことに対して、 
0:35:47 これに基づき設計するって言ってるんですね。 
0:35:52 一方で他の重大事故のところでいうと、さっき中実 0－別紙 1 とかで、

地震に飛ばしたり、火災に飛ばしたりする時も基づき設計するで、 
0:36:06 円でもアウトでもおんなじ基づき設計をするっていう言葉を使われちゃ

うと、 
0:36:13 意味側、意味というか関係がわかりにくくなるのでその辺りは工夫して

いただくっていうことでよろしいですかね。 
0:36:22 はい。日本エヌタニグチです。承知いたしました前半部分で、今日、今

日のヒアリングの前半部分で、 
0:36:28 話をさせていただいたどういった繋がりになってるというその整理とあ

わせて記載をちょっと見直しをさせていただきます。言い訳すると従来
は、その他のところに書いてあって、それを持ってきて自分で自分のと
ころで展開してやるねって。 

0:36:42 いうやつを基づき設計するっていうことで、全部同じ記載をするってい
うルールにしてしまっていましたので、ちょっとそこは修正をあわせて
かけさせてください。 

0:36:55 はい。規制庁甲斐です。よろしくお願いします。 
0:36:59 あとは 299 ページから、 
0:37:05 図面というかポンチ絵というか、 
0:37:09 出てますけど、基本方針耐震の基本方針にいきなりこれが出てくるのか

非常に違和感であって、 
0:37:20 何でここにこの情報を入れなきゃいけないなと思ったのか、設工認の申

請書全体としても、ここにあるべきみたいに、 
0:37:31 判断されたんだと思いますけどそのあたりの思いを説明いただき、 
0:37:39 はい。日本原燃谷内です。ここ、設備の配置の図面って前回のヒアリン

グをさせていただいた時に補足に、 
0:37:47 入れさせていただいてました表だけがあった状態でした。 
0:37:51 確かにその当時もひょうごこんなところに入ってるのがちょっと違和感

があるっていうことをおっしゃっていらっしゃったのは認識をしていま
す。 
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0:37:59 ただし今回、この資料を整理するにあたって、通過要求事項と機能維持
の考え方の内容を、建屋だけに絞ってご説明をする、してしまっており
ました。 

0:38:11 今回きちんと機器から建屋に引き渡す条件を示すことが必要ということ
で、通しの 332 ページ以降のところに、実際に今回重大事故対処に必要
な設備としてこんなものがあってそれはこういう機能が、 

0:38:26 要求されていて、それを果たすためには、こんなものが別に要求される
条件なんですっていうことを説明をさせていただきました。 

0:38:35 で、一体その設備たちって何なのっていうのが、前に出てこないと、こ
ういう設備たちがこういう機能が要求されてるんですっていうことで入
っていた方がいいかなと思って、そこから、 

0:38:48 この記載の中に入れさせていただいたような内容でございます。 
0:38:56 あと、規制庁カミデです。 
0:39:02 補足で説明するようなことを説明しにくいので入れましたって言われて

いるような気もするんですけど何かそれはやっぱり整理が違っていて
と。 

0:39:13 いうことは、これをちゃんと申請書として示したいんだったら示すべき
場所があって、図面のところだとか、あとはさっき十時 01 の最後のペ
ージでやってましたけど、 

0:39:26 51143 の可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートって
いう、それはそれで 1 本、 

0:39:38 設計方針という添付資料を押さえることになっていて、タイトルだけち
ょっと灰色の内容も見てもここに入るべき。 

0:39:49 ないんじゃないかなっていう気もするんですね。で、何か分割申請って
いうこと等、あとその分割申請に対してまだ、 

0:40:01 全体像を見据えて整理ができていないっていうこ等が、めぐりめぐっ
け、今この 

0:40:13 別紙 4－2 のこの図メインみたいな、ちぐはぐな感じの結果になってる
んじゃないかなと思いますけど。 

0:40:22 どういうふうに強いますかと考えます。 
0:40:30 はい、日本連タニグチです。ちょっとだけ、まず最初に言い訳をさせて

いただくとそこに入ってるのが、説明としてはあれなんで、添付 2、 
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0:40:42 入れるしかないかなっていうようなことではなくて、その施行いう設備
が、後でこういう機能を持たないといけないんですっていう説明が出て
くるのに、 

0:40:53 その設備がどういう設備か、事前に入っている内容が、 
0:41:04 ている流れがちょっと悪いなと思ってここの今、上流側の中に入れてい

るような状態です。ただし今おっしゃっていただいたように、その添付
書類の構成として、 

0:41:15 他にもそういう設備の説明をするって言う添付書類があるっていうこと
はそれは全然おかしなことではないかなと思いましたんで、 

0:41:24 実際にちょっとその、 
0:41:25 どういう設備があるんだったらでもこの機能維持の説明をしようとする

と、 
0:41:32 どういう設備があるかって、 
0:41:34 言わないと無理かなっていうのもちょっと頭の中にあって、今同じ記載

してます。ちょっと 
0:41:40 どんなところでの引き取って、 
0:41:43 記載をするべきかというのは、ちょっとそれもその全体の構成に合わせ

て一緒に整理させてもらえたらと思いました。 
0:41:52 日本ギリシャでございます。まず原理そっからいきますと、カミデさん

おっしゃっていただいて添付書類を説明することの根拠みたいなものを
補足で説明をすると。 

0:42:02 いうことで、今回例えば設計をを飲んでいるために、そこに設置設備が
どういうものがあってどういう設計を維持しなきゃいけないのか、だか
ら建物がこういう設計を要求されるんだよという、 

0:42:14 我々をそもそも会行く必要はベースとしてあって、それを今度は、どう
いう配置だとかっていうのは補足で展開すれば十分かなと、今、今持っ
てる全体のクスコからいくとそういう枠組みかなと思います。 

0:42:27 プラス確かに重大事故対設備の各設計方針への展開をするためのキャッ
チアップする、添付というのもここに作ります。ただそれは、 

0:42:39 その感じで、設備の詳細設計を説明するために必要なパーツとしてそこ
を説明することだと思ってますので、今回の申請開示も含めた全体の枠
組みで、まず、今回どう位置づけようとして扱うのかちょっと整理をさ
せていただきたいと。 
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0:42:56 思います。部分的には今書いてある文章の考え方であったり要求事項で
あったりがちゃんと書けていれば、あと補足に預けるのはできるかと思
いますのでそういった整理をさせていただければと思います。以上で
す。 

0:43:12 はい。規制庁、上出です。大体認識はあったと思うのですが、今あった
ので作業していただいてっていう感じではありますけど 

0:43:28 そうですね。 
0:43:34 例えば、 
0:43:35 事的に言うと 301 ページなんかで、 
0:43:41 大新駅以外で指示を計画している壁とかって、 
0:43:46 設工認の添付資料によって、何か計画している壁って一体何なんだよと

か、思いますし、 
0:43:57 その前のページの 300 ページにいくと、そもそも何か判例が足りなかっ

たりっていうので、作り込みもできていないし、何かこれで機能がわか
るんですって言われても何かよくわかんない。 

0:44:12 いずれにしても申請書で説明する事項て補足で示す事項っていう整理を
きちんとしていただいて、説明したいことが議会的に、 

0:44:25 プラッシュアップいただければと思う。 
0:44:31 はい、日本原電タニグチです。ごめんなさいでした。 
0:44:39 はい。規制庁カミデですか。あとは 
0:44:46 ちょっとこの、 
0:44:48 次はちょっと細かい話かもしれないですけど、316 ページで、 
0:44:57 123、 
0:45:02 4 パラ目、4 ポツの 4 パラ目ぐらい加振試験等を実施するっていうとこ

ろなんですけど、 
0:45:13 なんかこれ多分ＳＡの方針をそのままあって、すごいで書いただけって

いう感じがしますけど、 
0:45:24 安全機能有する施設の基本構造と異なる施設、 
0:45:29 についてっていう言い方でいいのかと、 
0:45:32 要は、 
0:45:33 それプラスＳＡも入るんじゃないのっていう感じがするんですけど、そ

の辺りなんか、他所から持ってきたものを、まだきちんと 1.2Ｓｓとし
て、 

0:45:45 書き込めてないような感じがするんですけど、どうですか。 
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0:45:51 はい。日本原燃谷内です確認をさせてください 316 の 
0:45:59 事例書いてある。 
0:46:01 ものや 4 ポツの文章の中の青字で書いてあるところの一つ目の段落、 
0:46:08 いうことであってますか。 
0:46:10 はい、そうです。 
0:46:12 ここで、その異なる施設については、1.2 倍をＳｓに対して、 
0:46:17 6 次できることを確認するために加振試験をしますというこの表現が、

是通常だから、ＳＡ設備としての、 
0:46:25 広井の確保の話が、 
0:46:27 矢内木谷。 
0:46:30 関戸 1.2 って書かれただけなんで足りてないんじゃないですかっていう

そういう、 
0:46:35 ことでますか。 
0:46:39 はい、そうです。規制庁カミデです。 
0:46:43 ちょっと読んでてあれ勘違いかなっていう気もしてきましたが、安全機

能有する施設の基本構造と異なる施設は、 
0:46:54 加振試験等を実施します。 
0:47:03 あれですかね。 
0:47:05 ＳＡ施設と異なる場合があるんじゃないかって一瞬思ったんですけどそ

れは、 
0:47:12 地震を要因とする重大事故に対処する重大事故等対象施設等、普通の重

大事故等対象施設で違うことはありえないからこれでまず大丈夫ですっ
ていうことですかね。 

0:47:27 やはり日本原燃谷口です。 
0:47:30 一般衛生に対応する重大事故等対象施設で、 
0:47:35 ＤＢの設備と違うもの。 
0:47:37 等をここでは言っているんだと思っています。 
0:47:40 基本的には、事故の対処に使う設備の構造化、 
0:47:45 とぴあ構造になってるっていうものがあったらそれは個別にやりましょ

うね。ですけど、 
0:47:50 そういったものがないものについては、 
0:47:54 もともとのその構造、 
0:47:57 踏まえた上で、 
0:48:00 1.2Ｓｓに機能が維持できることを確認するっていう、そういう、 
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0:48:05 ことを意図した際でした。 
0:48:16 はい、規制庁をカミデです。 
0:48:19 うん。多分、 
0:48:21 私の問題意識がちょっと勘違いだったような気がします。はい。 
0:48:29 杉井。 
0:48:31 の話でちょっと下のパラなんですけど、 
0:48:38 これが 1.2Ａ数の説明をしていて、 
0:48:44 最初の方でこれは、 
0:48:47 どういう性質なんだっていう話をしていてですね、その説明は大体わか

るんですけど、要はそんな精密なもんでないですよっていうことは、 
0:48:59 当然わかってます基準地震動をただ当番しただけなんでっていうのはわ

かってるんですけど、最初の話にも戻りますけど、じゃあ、だからどう
するんだっていう話。 

0:49:13 がちゃんと分かれていないと。 
0:49:16 いうことなんですけど、そのあたり事業者の認識はどうですか。 
0:49:29 うん。 
0:49:29 はい。日本原燃の谷口です。 
0:49:34 申し上げたかった意図は、 
0:49:36 それってそんなにを技師と工学的な根拠を持ってやったもんではないの

で、 
0:49:44 その地盤のばらつきみたいなところをゴリゴリと考慮するようなもんで

はないですよね。 
0:49:50 いうことが、 
0:49:52 言いたかった内容です。なんでそのまあ、いい加減に決めましたってい

うことだけではなくて、 
0:49:58 と決めているものですので、そういった細かい議論をするには、 
0:50:03 適切なんはないかもしれませんねっていうこと。 
0:50:07 イトウした部署でございました。 
0:50:12 藤規制庁カミデです。 
0:50:15 新居石毛はわかった上でこっちは 4、読んでるんですけど、 
0:50:24 その上で 
0:50:30 その辺が綺麗にまず、地震のばらつきの影響やんなくてもいいですよっ

ていうほど、ちゃんと書かれていない。かつ、 
0:50:42 最初に言いましたけど、今日はそんな精緻なせ、 
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0:50:47 やらなくていいっていうだけではなくて、そういう精密な手当よりもう
こういう手当をしますよと、最初に設計の話とかをしますけど、それと
窃盗でこういう話になってるんじゃないかなと思っ 

0:51:03 ていて、 
0:51:05 何か非常に不十分感があるんですけど、いかがですか。 
0:51:12 はい。日本原燃タニグチですか今日のこの話の冒頭でご指摘いただいた

その会合のときにした話として、 
0:51:21 そういった入力を決めているものなので、判定基準をずっとっていうの

で大丈夫です。いう説明とセットになっていること。 
0:51:32 ご指摘されてるんだっていうふうに理解をしました。 
0:51:36 それはもうおっしゃる通りかなと思いますので、 
0:51:39 ちょっと話ですねちょっとその暴力の地震動の設定のところに許容値の

話まで書くっていうのはちょっとあれですので、先ほどの全体の構成こ
こにこんなことを書きたいと思ってますって、 

0:51:51 いうちょっと整理の中で、その内容を今のご指摘いただいた内容を、 
0:51:56 どこにどういうふうに入れるかっていうのをちょっと考えて整理をさせ

てください。 
0:52:02 あと、規制庁カミデですちょっと認識合ってないようですけど、ここで

許容値の話を入れるっていうわけではなくて、延年としてはまず設計、 
0:52:13 いやＳｓに対する設計をまず踏襲するんだという話ですよね。なのでば

らつきについても、当然踏襲するんだけど、 
0:52:24 とは言っても、Ｓｓ1.2Ｓｓっていうものに、 
0:52:28 の性質を考えると、ただその評価やりゃいいっていうものでもなくて、

それとはまた別の手当、きちんと設計的な手当をするんだと、余裕を持
たせた設計をする、変形に追従した設計 

0:52:45 をするとかですね、そういうことをもって 
0:52:49 ａｎｄ精密な局所的な評価ではなくて全体の設計でパワーするんだって

いうことなんじゃないかなと思って話をしてるんですけどそういう認識
で、 

0:53:03 はなかなかないんですかね。 
0:53:07 日本原燃谷口です。ごめんなさい僕が今日一覧という余計なこと言った

から多分そんなことになったなと思いますすみません。正解ではないで
す。今おっしゃっていただいたようにきちんと必要な手当をどういうと
ころでするって、 
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0:53:19 いろいろきちんと分けて書くっていうことだと認識してますので、ちょ
っと記載については整理をさせてください。 

0:53:28 はい。規制庁カミデです。あとその一方の後拡幅の話が出てますけど、
これ吹くって本当に材料物性のばらつきだけの話かっていうと、そうい
う認識ではなくて、当然機器側の設計書方でもいろいろ不確かさがあっ
てですね。 

0:53:46 そういうところもカバーしてっていうことなので、特段ばらつきだけで
これを論じるんではなくて、 

0:53:57 何だろう評価の確実性を確保するとかっていう言い方もちょっとあれで
すけど、 

0:54:04 確実サーさんばらつき以外にも、ある不確かさを、パワー化するために
っていうので普通に拡幅しますっていう話なんだと思いますけど、議会
が違ってますから、 

0:54:19 これ井上のタニグチですこれもう一番最初のころに記載をした内容に引
きずられてのことでして、 

0:54:27 地盤等は当然営業部制のばらつきとあと水平 2 方向等みたいな影響評価
みたいな、こういうのがあるんですけれどもこれは考慮しますこれは考
慮しませんということをきちんと分けて表現をしようってなった時に起
こったものですので特にこれを、 

0:54:42 徳田支店、移動して、これしか見てないっていうことではありませんの
で、今おっしゃっていただいた内容も、理解しておりますのでちょっと
そういったことで文章変更したいと思います。 

0:54:56 はい。規制庁カミデです。 
0:54:58 あと、このページは下のパラのこれらの資料と解析を行う上で、詳細的

な 3 次元ＦＥＭを用いた解析っていう話なんですけどこれ、 
0:55:11 これも何か、1.2Ｓｓでやった話は聞いてないような気がしていてどうい

う意図で書かれてますかね。 
0:55:27 はい。日本原燃谷口です。ここの記載、大変失礼いたしました。地震の 
0:55:33 ヒアリングで、基本の設備は既設をだと。 
0:55:38 その過去の観測があったりしたので、それに基づいて、 
0:55:42 モデルの妥当性の確認をしますというのがあったのを、 
0:55:46 ＭＯＸでは今それがありませんので、今耐震の側で、こういった記載を

させていただいています。それを正直、何も言わない、何も考えない
で、 
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0:55:57 同じようなことで検証できるかなと思って持ってきたものです。 
0:56:01 これはここで、これを 1.2Ｓｓに対して特出して説明をすると。 
0:56:07 いうことは必要ないかなと思いますのでちょっとここは圧壊検討させて

ください。 
0:56:14 藤規制庁カミデです。1.2Ｓｓだからせ、 
0:56:21 関係ないっていう話ではないんですけど、 
0:56:24 かといって 1.2Ｓｓを使って何かしなきゃいけないっていうわけではな

いと。 
0:56:30 適用可能だとかそういう話説明ができればいいと思ってますから、 
0:56:36 その辺りちゃんとＤＢの設計方針を受け取った上で、1.2Ｓｓないですと

か、先ほど青字の一番最初のパラで言ったことと同じで、 
0:56:48 315 ページもそういうところあるんじゃないかと思いますけど、 
0:56:54 1 件、Ｓｓに対する方針をちゃんと 1.2Ｓｓで受け取って、1.2Ｓｓの世

界でどうするのかっていうのをちゃんと出してもらわないと。 
0:57:04 いけないと思ってますのでその辺りはきちんと作業いただきたいんです

けど、大丈夫です。 
0:57:12 日本原燃谷口です。非常にまずい表現で申し訳ありませんでした。 
0:57:17 やはりきちんとそういった、 
0:57:19 それを確認してやりますということかと思いますので、テレビとの関係

も踏まえて記載をさせてください。 
0:57:29 はい。規制庁神戸です。あと続けて、次に、機能維持の方で、332 ペー

ジに、 
0:57:39 いきますけど、 
0:57:44 ここで丁寧に、 
0:57:46 割と丁寧にこう要件とかっていうのを出して、 
0:57:54 どんな機能はあるかと、いうことを展開しつつですね、 
0:58:02 結論的には 335 ページにあるように、構造強度だったり支持機能ってい

う話で、 
0:58:12 何か結局、Ｓｓに対してのものと同じ地域のっていう話で、同じ結論に

なってるなっていう感じが。 
0:58:23 するんですけど、何かこう、違いが出せ、こういうところで違いが出せ

ているんだとか、いや実は一緒なんですとかその辺もう少し解説いただ
けますか。 
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0:58:37 日本原燃谷口です。当初これを記載をしていた時に考えていましたの
は、 

0:58:45 Ｗと一緒だと思っていました。 
0:58:48 労力で地震動の大きさが変わっているだけでは足さないといけない機能

っていうのは一緒なのかなと。 
0:58:54 思っておりまして、そうすると、実際に 
0:58:58 設備なり建物なりがすべき機能なんでないと、要求される機能持ってな

いといけない機能っていうのは一緒なのかなと思っていました。 
0:59:12 藤規制庁関係です。そうすると、要は、建屋Ｄ、 
0:59:18 持ってる機能って、それをどうやって維持するかっていう考え方はせ、

ＤＳＡと一緒ですって言って、何か三行ぐらいに収まるような気もする
んですけど。 

0:59:32 逆にそうせずにここまで説明を展開しないといけないっていうのは、ど
ういう意識があるんですかね。 

0:59:53 はい。日本原燃谷口です。 
1:00:00 今のおっしゃられた、 
1:00:03 上、はい。何でこんなに、 
1:00:06 いっぱい書いたんだろうって、ちょっと。 
1:00:09 思いましたけど、それって、 
1:00:12 ひょっとしたら自分の中で、 
1:00:16 違う要求があろうと思ってるのかな、ちょっと今自問自答をしてますち

ょっとまだ、すみません、答えないんですけど、そんなことでちょ、ち
ょっとこれ、はい。 

1:00:26 ご指摘いただいたことで、 
1:00:28 のところがないわけではないので、ちょっと記載をはい、検討したいと

思います。 
1:00:36 はい。規制庁神戸です。335 ページの結論が結局一緒になっちゃうって

いうんであれば、補足レベルの説明内容かなとも思いますし、 
1:00:48 逆に差分があるんだと 1.2Ｓｓ特有なんだってなると、そこまで必要か

は別として、 
1:00:59 ただ単純に結論だけ言われても、よくわからない。その背景をちょっと

説明してくださいっていうことだと思うんですけど、 
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1:01:09 何か見なれない説明をたくさんされつつ、結論はよくビル説明なので、
何でかなあと思っていたところなので、少し整理をしていただいてど、
どちらの意識なのかっていうのを、 

1:01:24 ちょっと明確にしていただけますか。 
1:01:27 日本原燃石田でございます。もともとは、例えばに対して何を要求する

かというのは、設置する設備に対する設計があって初めてそれが要求事
項がインプットされるんだろうということを考えて、 

1:01:42 もともとは書き下したんですけどおっしゃっていただいてる通り別途の
先ほどの添付と補足の、設計方針で今回ちゃんと言わなきゃいけないと
ころとその根拠になる部分っていうのを、どちらに 

1:01:55 軸足になるかだと思います。ここで投下という建物側がどういう設計し
なきゃいけないかっていう、設置する設備側からのインプットをはじき
出すところなのでインプットとしての結論をまずちゃんと書いて、例え
ば設計に預けられれば、 

1:02:11 ここまでこのことを添付書類で書かなくても、ここの部分を補足で預け
るということは十分、考え方としてはあるかなと思いますので、そうい
うことも含めて整理をさせていただければと思います。以上です。 

1:02:25 はい。規制庁上出です。わかりました。一方で、 
1:02:30 建物のす。 
1:02:32 許容限界を決める上で、機器がどういう設計をされるかっていう話は当

然してもらわないと確認できませんよっていうのはこれまで言っていた
んで、 

1:02:43 だからある程度設計方針をちゃんと示してくださいねっていう話なんで
すけど、それはそれでちゃんと対応いただきたくて、ただⅡ機器の設計
方針を、ここは論じる部分じゃないですから、 

1:02:59 必要な分だけでいいんじゃないですかという問題意識ですから単純に建
物の話だけすればいいですよっていう意識でお話してるわけではないと
いうことはちょっとご理解ください。 

1:03:12 はい。日本原燃石田でございますはい。前からも続けて、建物等の取り
合いで、設備がどういう設備があってどういうふうに設置されていてと
いう、設計のコンセプトなりインプットなりがあった上でのつなぎだと
思ってますので、 

1:03:27 必要なものが書いた上で、その書いたものの根拠等の整備期っていうの
を整理をして記載を展開させていただければと思ってます。以上です。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:03:43 続けて、336 ページにいくと、ここも同じような話で、いろいろ展開し
てますけど、臨界防止の機能が燃料加工建屋にないであろうということ
は、 

1:03:57 多分許可でも整理済みで改めてここに書くのかなっていう気もしたんで
すけど、その辺を、 

1:04:04 どうですか 
1:04:06 こっち側もＭａａＳ今言ったような話と一緒に、何を書くべきかってま

た整理するって感じですと。 
1:04:14 はい、日本原燃者でございますはい建物全体としてどういった要求事項

があるのかというのはその背景も含めて大枠ここに書くにしろ、根拠に
なるような、 

1:04:26 例えば臨界防止の話とかベースとしてもうすでに明らかになってるとこ
ろっていうのは、補足で、その根拠としてお示しをするという整理でさ
せていただければと思いますこれは、 

1:04:36 先ほど来前の方でお話をしなきゃ同じ考え方で線引き上がり、役割分担
をして整理をさせていただきます。以上です。 

1:04:47 はい。規制庁、上出です。よろしくお願いします。 
1:04:50 渡せる、また進んで今度これも許容限界絡みの話になってきますけど

341 ページまでいって、 
1:05:03 この辺 
1:05:07 来週に向けてちょっと整理して欲しいっていうところですけど、341 ペ

ージの真ん中の（3）のなお書きのところですね、この辺が事業者的に
は書きたいのかなっていう気はしますけど、 

1:05:23 そういう、その上で、一番下の（2）とかを見ると、 
1:05:32 結局 2000 マイクロですとしか言っていなくてですね、その辺もちゃん

と書き下せてないという感じだと思いますんでこういうところをまた来
週話ができる。 

1:05:45 いうことですけど認識いただけますか。 
1:05:50 はい。日本原燃谷口です。ご指摘ありがとうございます。はい。おっし

ゃっていただいてること、承知いたしました。 
1:06:00 はい。規制庁菅です。その上で 342 ページですけど 
1:06:07 先ほど言いましたけど 5.2．3 のところの機器の話、完全にこれ次回に調

査用って言ってますけど、 
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1:06:18 どこまでを今回説明すればいいのかっていうところで、今はほとんど説
明がなされていないと。 

1:06:27 いうふうに理解してますけど、その辺、何かこの辺、こういうところま
ではみたいな、今説明できますか。 

1:06:44 はい。日本原燃谷口です。昨日設備設計として、4000 マイクロに対し
て、 

1:06:51 どういったことを、 
1:06:54 達成するべきかっていうか担保するべきかっていうことを、 
1:06:58 の記載をするんだとは認識をしています。 
1:07:02 これ、実際そういう設計って、過去にこう、 
1:07:06 なされている実績があるわけでもなく、どういったことを妥当だ、いう

のを表現するかなっていうところで悩んでおりました。さっきの、 
1:07:16 補足でも今後ちょっと追加をしようと思っていますと言っていたのは、 
1:07:21 そういったことですいませんでした資料を出した後も、 
1:07:24 継続して検討はしておりますがちょっとどういった表現で、どういった

設計をしてますと。 
1:07:29 いうことを書けるかどうかはちょっと継続をして検討させていただけれ

ばと思います。 
1:07:36 はい、清町カミデです。最初に話をした会合を、の説明内容をどう落と

し込むかっていうことに対してここは、 
1:07:47 ここも大事なポイントで、全部次回でっていうのでは当然、会合の話を

反映したことになりませんからちゃんと認識合わせができるように、 
1:07:58 ちょっと考えを示してくださいです。 
1:08:03 続けて、343 ページで、 
1:08:08 この辺細かい話ですけど、3 パラ目ぐらいかな、そういう水平耐力とか

ってありますけど、1 件 2Ｓｓでそんなことをすでにでしたっけって感
じがしましたが、いかがですか。 

1:08:29 土橋でございます。 
1:08:31 阿部さんのおっしゃる通りで報酬体力性的な取り扱いでございますので

そういう部分といったところはＤＢとＳＡで変わるものではございませ
んのでちょっとこの部分を少し書き過ぎて、 

1:08:42 おりましたはい。ちょっとこの部分も含めてちょっと全体、 
1:08:47 先ほどのコメントも踏まえたところで見直しをさせていただきたいとい

うふうに思います。以上です。 
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1:08:55 はい。規制庁管理ですよろしくお願いします。 
1:09:01 あとは、そのあとも 344 ページも許容限界の話だしっていう感じ。 
1:09:08 ていう。 
1:09:09 そうですね。 
1:09:14 あとは、 
1:09:16 346 ページ、347 ページ辺りも、支持機能ですけど、この辺も、 
1:09:24 先ほどと話をしたようなところですので、一応私の方から、別紙、充実

02 のうちの、 
1:09:38 耐震部分って言いますかね、については以上です。 
1:09:46 その他に確認事項ありますでしょうか。 
1:09:50 はい。規制庁ハバサキです。 
1:09:53 別紙 4－2 のこれかなりこれから変わってくるという話なんですけれど

も、だからちょっと今の段階であまり細かいことを言ってもとは思うん
ですがちょっと何点か確認します。 

1:10:05 342 ページの一番上のパラグラフです。青字のところの下から 3 行目ぐ
らいかな。 

1:10:16 Ｐ壁に関しては、教養値を仙田事務局長限界を満足するこれが多分構造
強度である 2000 マイクロだと思うんですけど、基礎について、終局に
対し妥当な安全余裕を有している。 

1:10:28 ことで、云々って書いてありますけども、これ基礎に対して、終局基礎
の終局に対して妥当な安全余裕を、 

1:10:36 見ようとするんですか。 
1:10:40 はい根橋でございますこの部分先ほどのちょっとこういうスタイルと同

様な位置付けのところでちょっとＤＢ側のところをちょっと持ってきす
ぎているところがございましたので、ちょっとこの部分も含めた形の方
で修正させていただきます。 

1:10:55 基礎の部分に関しましては 
1:10:58 次のご説明する取り扱いのところで、説明しておりますけども基本的に

は私どもとしましてその規則全体的な破壊っていったものを考える時に
はそういった個別の単位での考え方ではないというふうに考えてござい
ますので、そういった部分での取り扱いといったところを、 

1:11:15 こちらの方にも展開するような形の方で修正のほうを図っていきたいと
いうふうに思ってございます以上でございます。 
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1:11:22 はい、浜崎です修正をお願いしたいと思うんですが、現状、今までＪＰ
も競って、許容限界終局じゃなかったでしたっけ。検定比って結構、 

1:11:34 1 に近いような結果になってるように思うんですけど、要はその余裕を
基礎は見てないんじゃないかと思ってるんですけども、そこら辺認識は
どうですか。 

1:11:45 はい。フジノとオオハシでございます濱崎さんのおっしゃる通りでござ
いまして、現状のその基礎の 1 要素単位で見たときの、その検定比とい
ったところに関しましては、Ｄの 2 方向の検討でコンマ 97 というよう
な、 

1:11:58 値になってると、いうふうに認識してございます。ただ基本的に 1 点に
対する検討としましてはやはり建物全体としてのその崩壊系に至らない
といったところで考えたときに、 

1:12:10 その基礎という部分に対しましては真壁妹尾 2000 マイクロ程度であれ
ば、その部分の変形性能といったところは、十分に確保されているとい
ったところがございますのでそういったところのですね意味合いを含め
まして、 

1:12:24 別にご説明する資料の方で、私どもとしてその基礎の取り扱いといった
ところに関しましてこういうふうに考えてますっていったところで整理
させていただいておりますので、その位置付けのところで考えた時で 

1:12:37 基礎の部分の評価といったところに関しましては基礎全体の評価とし
て、基礎全体で考えた時に 1 要素がけしてその部分で多少、 

1:12:47 厳しい応力状態になったとしても木曽全体がその崩壊するというような
メカニズムにならないというふうに考えてございますのでそういった位
置付けで、この 1.2 の評価といったところは、全体の評価の位置付けと
して考えていくといったところを考え、 

1:12:59 今、方針のほうで記載させていただいているところでございます。以上
です。 

1:13:04 はい。規制庁ハバサキです今の冨樫さんの説明等、 
1:13:09 ここに書いてある文章の意味合いがちょっと違うと思いますんで記載の

適正化の方、お願いします。 
1:13:14 それから先ほど話が出て 343 ページの保有水平耐力の話ですけども、こ

れ私 1.2Ｓｓですと地盤条件変わってくるうちもば、 
1:13:25 それからその条件でも評価するかと思ったんですけども、 
1:13:28 それはやらないってことですね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:13:32 はい。銀座でございますこちらのＰａｙＰａｙ対策、一般建築の二次設
計部分で行われている検討の、基本的には設計の 

1:13:43 連続性で考えるものというふうに考えてございますので 1.2 というよう
な、重大事故の位置付けのレベルのものでいきますとそこまでの位置付
けのものではないというふうに考えてございますので、今現状としまし
てこの補償対策の検討といったところは行わない形の方で考えてござい
ます。 

1:14:00 はい。規制庁浜崎ですある意味そういう理由も含めてですね、まず 1.2
では、その保有大学の評価をしない、結構種検定をしなくていいという
ようなことをですね説明漏らして、 

1:14:12 説明があればいいかなというふうに思います。 
1:14:15 そこら辺ちょっと事業者の方で、多分認識されてるというふうに理解し

ました。 
1:14:22 それからもう 1 点、私の方から最後なんですけれども、348 ページ。 
1:14:29 6.2 の波及的影響に対する考慮で、これはちょっと記載上の確認だけな

んですけども、 
1:14:38 次の 349 ページのｂのですね、機器配管系のところに行って、その最後

のパラグラフに、 
1:14:46 機器や配管系のところの 
1:14:48 文書として、地盤の不等沈下及び転倒を想定する場合は云々てあるんで

すね。 
1:14:54 建屋の方、建物構築物には地盤の云々じゃないんです。当然これ、近さ

始めてるという話だとかあって、多分確保されてると思ったん 
1:15:04 だけども、これ機器のところに出てくる理由ってのがよくわかんないん

ですが、これ何か渡り配管だとか、或いはどうだとかを考慮した上での
文章。 

1:15:15 というふうに理解すればいいんですか。 
1:15:20 これ日本のタニグチです。ちょっと記載をさせていただいた時にはそれ

を意図したものでした。大変今から入れるところについては、その考慮
が要るかなということをちょっと思ってはいたんですけれども。 

1:15:33 実際そういったものがあるか、 
1:15:36 なるほど。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:15:37 はい。確かに、書かなくてもいい内容だったのかなっていうふうに今ち
ょっと思いました。全体の整理をする中で、あわせてちょっときちんと
整理をさせていただければと思います。 

1:15:48 はい。規制庁浜崎です検討の方をお願いします。私から以上です。 
1:15:56 その他確認事項はありますでしょうか。 
1:15:59 規制庁の岸野です。 
1:16:01 切りでいきますと 315 ページの一番下から 316 ページにかけての記載に

ついてちょっと確認をしたいんですけれども、 
1:16:13 こちらについて先ほどの係でとるやりとりの中に、含まれるのかもしれ

ないんですが、 
1:16:21 ですね 315 ページ一番下、Ｓｓを 1.2 倍した地震力が作用することによ

って弱面上のずれが発生しない地盤として、許可を受けた地盤に設置す
るという、 

1:16:34 説明があります。 
1:16:36 1.0Ｓｓに対する記述は 5 条とか 26 条に同様の記載をする方針と設計方

針ですね、説明だったんですけど、1.2Ｓｓに対して、今後同様の記載が
できるんでしたっけということで、 

1:16:55 ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、いかがでしょう
か。 

1:17:14 規制庁の岸野です。もし音声が聞き取りづらかったらもう一度言います
けれども、大丈夫でしょうか。 

1:17:22 日本原電タニグチずすいません音声は聞こえております。 
1:17:26 ここの当該部の記載ですけれども 
1:17:29 従来の耐震設計で書いているものを内容を持ってきているものでした。 
1:17:36 そのまま持ってくることがおそらく不適切な部分なんだと思いますの

で、ちょっとこれは社内で 
1:17:43 理事者のその記載の内容について検討させてもらえればと思いました。 
1:17:47 すいません。 
1:17:49 規制庁の岸野です。はい、わかりました。おそらく先ほどのやりとりの

中でも、レイリーとの関係で記載を検討全体に見直すというようなこと
があったかと思いますので、おそらくそのその延長ということでのみ直
されるものと、 

1:18:01 理解いたしますのでご検討の方をお願いいたします。 
1:18:05 あともう 1 点なんですけども、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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1:18:09 334 ページをお願いしたいんですが、 
1:18:18 うん。 
1:18:23 一番下のパラグラフに、 
1:18:25 でですね、1 行目に、耐震設計、機能維持における構造強度により、機

能が維持できる設計とするっていうような説明があって、このような記
載が 5 ページだけではなくて前後にも、 

1:18:39 説明があります。ここで具体的にどういうふうに設計をするのかってい
うのは、これは、 

1:18:48 あれですか機能維持の基本方針における各構造強度とかそういったとこ
ろを見れば書いてあるよっていう趣旨で言っているか。要は他の資料に
詳細があるんでそちらを見てくれという意味なのか。 

1:19:01 なるべくここで切ろうとしているのかまずこういった説明の意図ってい
うのを教えていただけますでしょうか。 

1:19:09 はい。日本原燃の谷口です。ここで記載をしていた意図はですね、 
1:19:15 増強度っていうのが、実際にその 
1:19:18 地震力を受けたときに、その機器に対して、どれぐらいの力が発生をし

ているっていう、うそでそれをきちんと壊れないような、強度でちゃん
と設備ができ上がってますかということを確認します。 

1:19:33 いうことを、ご説明したい意図で記載をした文章でした。ちょっとそう
いった内容が、言う取れない内容になっているかと思いますので、 

1:19:44 ちょっとここは適切な記載に見直しをさせていただければと思いまし
た。 

1:19:49 規制庁の岸野です。わかりました。鍵括弧構造強度って書いてあるんで
何か別の文章ですね読み込みに行ってるのかなと思ったんですけどそう
いうことではないということなんで、 

1:20:02 説明した内容がですね具体的にわかるような形で説明の方は工夫してい
ただければと思います。 

1:20:08 よろしいでしょうか。 
1:20:12 はい。日本原燃谷口です。承知いたしました一つの意図としてその支持

機能っていうのがもう一つあったので、これが支持の側で説明します。
こちら強度等で説明しますっていうのでちょっと 

1:20:24 過ぎてかぎ括弧をつけてしまったような内容です。ちゃんと説明した意
図が伝わるように、文章としては直させていただきたいと思います。失
礼いたしました。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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1:20:36 はい。よろしくお願いいたします。規制庁の岸野です。はい。お願いし
ます。私から以上になります。 

1:20:43 ではその他、確認事項ありますでしょうか。すいません。規制庁の大橋
ですけれども、ちょっと 1 点だけ確認させて欲しいんですけれども。 

1:20:52 309 ページ以降にダンパ閉止に関わるアクセスルート化っていうのが示
されているんですけれども、 

1:21:02 中央監視室からその工程室までのアクセスルートの図面っていうのは特
にはついていないと。 

1:21:08 いうことで、その事故後のその対応なので、ちょっとその別扱いという
ことなのかもしれないんですけれども、その辺の 

1:21:16 考え方たとかの記載ってのはどこかあるんでしょうか。 
1:21:29 1、四、五年タニグチです少々お待ちください。 
1:22:12 日本原燃車でございます。す。 
1:22:17 今の 09 欄パー閉止 309 にある、アクセスルート、それぞれ第 1 第 2 と

書いても、310 は 2、 
1:22:29 スタートになるところが書いてあって、地上 1 階、アクセスルート 1、2

と書いてあるところで、多分久慈が、スタート豪雨が逆になってるのも
あって、わかりづらいかもしれませんけど 

1:22:44 310 ページのところからスタートして、その点線のところを通って 
1:22:51 地上 1 階地下 1 階ですね、におりていくという形で繋がっ上げておりま

した。以上です。 
1:22:59 すいません。衛藤地下 3 階に行く、 
1:23:03 工程室までのそのアクセスルートというのはどこかあるんですかという

ふうにことですけども。はい。それから、石田でございます。ランプ閉
止自体は地下 1 階で終わってしまいますので、 

1:23:15 現状は、常設重大事故等対象設備で対処するような、賠償ですね、いわ
ゆる 

1:23:26 火災の感知消火、あと、火災の多い、発生によって外部に放出される軽
油の遮断といった声に対してのアクセスル等を書いてございます。 

1:23:39 地下 3 階に行くパターンは、その対処がすべて終わった後、状態が落ち
着いた後による回収経緯、には地下 3 階まで行きますけども現状そこま
では、 
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1:23:52 人が行って、可搬型対処するというのがメインになりますので、この建
物との関係で特段今回は示していないという状態になってます。以上で
す。 

1:24:02 はい。そういう考え方はわかりましたけれども、その辺の考え方がどこ
か記載されているんでしょうかっていうふうに、 

1:24:09 聞いたんですけれども。 
1:24:16 はい。日本原燃志田でございます。297 ページのところに、 
1:24:22 なお書きでさらっと書いてますこれも全体補足と添付のやりとりを整理

をした上で、どちらに書くかによってあれですけども 
1:24:32 確かに今日、審査会合のときの資料でもやりとりが何回かあって、その

中での意見はじき出すときの製品を、考え方みたいのがちゃんと書いて
ないというやりとりもあったのでそれも踏まえた上で、 

1:24:46 この回収回復に関することの事項の取り扱いの考え方っていうのがわか
るようにもうちょっと日本語を把握したいと思います。以上です。 

1:24:58 規制庁大橋ですよろしくお願いします。私から以上です。 
1:25:09 その他確認事項ありますでしょうか。 
1:25:13 規制庁ハバサキですけれども、 
1:25:16 事業者の方から、十時 02 についても説明があったんですが、 
1:25:22 十時 02 に移ってもいいんでしょうか。 
1:25:35 谷口です十時 0 にもう 
1:25:40 古木の内容ですので、はい、関ございましたらお願いいたします浜崎規

制庁浜崎です。基本的に、十時 02 は先ほどの別紙 4－2 の補足というこ
となんで、 

1:25:51 別紙 4－2 が、かなり手が入ると、いうことなんです。その前提で見て
いますんで、ただそうは言ってもですね、この資料自体かなりまだ完成
度は、 

1:26:06 低いと言っちゃあれですけども、未達の状態だというふうに理解してま
す。 

1:26:11 その上でなんですが例えば 11 ページ、 
1:26:14 資料のですね真ん中の青字のパラグラフですねこれ機器配管系の設備、 
1:26:22 終局状態を考慮した設計とするっていう、 
1:26:26 文章がありますけど、これは先ほどの、 
1:26:29 指示機能の教育委員会と、何か違うように思うんですが何かこれイト

ウ、考えがあるんでしょうか。 
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1:26:43 本年のオオハシでございます先ほどの協議会のところの支持機能のとこ
ろの書きぶりをきちんと適正化しないとというところが、先ほどの御説
明のところでの宿題で残っている、になっていると思ってますのでそち
らを適正化させます。 

1:26:57 その上でこちらで書いているところのご説明といたしましては、指示と
言いつつ、今回我々として重大事故対象に対処を行うために建物に求め
られる要件、 

1:27:08 そして、コンクリートがそこのアンカーのところを完全に外れて、重大
事故の対処ができなくなるというようなそういったところの観点でそう
いうそういったものをどう資するというところが今回の我々の設計の趣
旨のところ。 

1:27:19 でございますので、続く 4 ポツ 2 のところでも書いているようなひび割
れとか、そういったところの状態が 4000 マイクロの時にもどうなって
るかっていうところを確認した上で、その状態でも指示、指示という言
葉ですねアンカーが抜けるようなコンクリートが完全に失われるような
ことにならないというところ。 

1:27:36 確認するという設計方針というそういったゆにそういった意味合いでこ
ちらは書いているものでございます。以上です。 

1:27:43 はい。規制庁浜崎です。今の説明の上でなんですけれども、そうすると
ですね今これ、この十時 02 の資料の特に後半のところですね。 

1:27:55 これに関しては、先ほど求められる機能のうちの構造、 
1:28:00 支持サポート機能ですね構造安全、 
1:28:04 衛生の機能ですね、構造強度か、ごめんなさい、構造強度についての説

明はできると思ってます。企業の実験等をもとに、 
1:28:12 4000 マイクロ終局であっても、すぐに耐力を失うものではない。さらに

その 4000 マイクロの耐力に対する余裕を見て今回 2000 にしてますと、 
1:28:23 いうことで、そのバックバックの資料としてはこの資料は 
1:28:27 ありかなというふうに考えられます。 
1:28:30 ただですね支持機能に関しては、今、大町さんの話もあったんですけど

も、例えば 4000 マイクロでもひび割れが、大きなひび割れが発生しな
いとか大きな、 

1:28:41 バブリーのコンクリートの剥落がないということをもって、 
1:28:48 構造強度と同じように支持機能をもう、 
1:28:51 判断できるものなんでしょうか。 
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1:28:56 日本原燃のオガセでございます。まずコンクリートが剥離するか剥落す
るか、それがアンカーとを連れていってしまわないかという観点では、
この構造強度の観点というのは一ついえるかと思います。 

1:29:07 ただ今のハバサキさんのご指摘をいただいた背景をちょっと想像してい
ますけれども、おそらくアンカーの引き抜きみたいなそういった試験な
んかもあるのでそういったものも、記載をした方がおそらく説明として
はその支持機能っていうところを支持するところを設計の 

1:29:22 目標としてるっていうところの御説明の根拠としては、 
1:29:25 あった方がいいのかなと例えば 2 月ぐらい審査会合のサイズ 0 はお示し

していたんですけれども、事業の試験結果っていうところは知見として
は獲られておりまして、2000 マイクロを超えたところでもそれほど体力
が落ちないというようなところの地形も獲られておりますので、 

1:29:41 そういったところのご説明を加えることで、今浜崎さんがご懸念いただ
いたところにつきましても説明としては加えることで、知事の話と構造
強度の話両方の話が網羅できるものになるのかなというふうに考えた次
第でございます。以上です。 

1:29:55 はい。市長規制庁の阿比留です。 
1:29:58 これ先ほどの別紙 4－2 でカミデから申しましたようにですね許容限界

の考え方をどうするんだというところの整理の中で、 
1:30:07 先ほど言ったその構造強度としての 
1:30:11 バックとその設計の考え方っていうのは、ある意味今回、情報が出され

てなかったように思うんですけども、支持機能に関してはまだだという
ふうに、 

1:30:21 考えられますんでですね、その点、しっかり説明をですね、してもらい
たいと思います。 

1:30:28 よろしいでしょうか。 
1:30:30 4 年のオガセですかしこまりました。 
1:30:33 はい。規制庁濱田です。私から以上、この十字路に関しては以上です。 
1:30:40 保健所長、大上です。十時 02 は 
1:30:46 先ほどの繰り返しになるのであんまりは言いませんけど最後のページ

で、 
1:30:55 機器についてちゃんと説明してくださいねっていう話なんですけど、 
1:31:01 支持力の 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:31:03 低下は生じるものの、っていうところがあってこういう状態にあること
を見越して、どういう設計手当ができるのかということを次回ではなく
て今回、ちゃんと説明してくださいということなんで補足的にお伝えし
ておきますが、 

1:31:23 理解いただいてますかね。 
1:31:26 やはり日本原燃谷口です。承知しております。きちんと検討して、何か

しらきちんと資料に反映させていただきたいと思います。 
1:31:36 はい、規制庁金光詳しくし、 
1:31:39 私の方からは以上です。 
1:31:45 その他、確認事項ありますでしょうか。 
1:31:57 ないようでしたら振り返り、お願いしてもよろしいでしょうか。 
1:32:01 やはり日本原燃谷口です。本日いただいたコメントを細かい内容逐一と

いうよりは、まず全体としてというところだと思いますのでそちらでお
話をさせていただければと思います。 

1:32:14 まずは現状その本文に記載をする内容が、審査会合できちんと議論をし
た内容をトレースできていませんので、その本文と、 

1:32:24 添付と、それを受けた補足説明資料等で、ここにどういった内容を記載
するかということを改めて整理をさせていただきます。 

1:32:32 これは今日のヒアリングの前半あった 30 条の添付書類の 
1:32:37 資料の構成整理しますというのと合わせてこちらも資料の構成を整理し

て、来週早々にお出ししたいというふうに思います。 
1:32:46 その資料の構成を全般的に見直した上で、きちんと記載するべき内容を

記載するべき場所に書くと、その記載するべき内容についても、 
1:32:58 きちんとその場所に家がふさわしいのかということを考えた上で記載を

するということかと思います。 
1:33:05 本日いただいたコメントの中で多くがですね、 
1:33:09 老齢びく性で考えていることをそのまま持ってきていますと。 
1:33:13 いうのが非常に多かったんですけれどもそれがふさわしくない場所がま

たこれが極めて多かったというところだというふうに認識をしておりま
す。 

1:33:21 それで構成を考えた上で、きちんと書くべき内容を書くべきところに書
くという、本当に申しわけないんですけれども、きちんと考えてやるべ
きことをやるということを整理させていただければと思います。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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1:33:34 その他の機器の指示については現状何も記載できているものがありませ
んので、 

1:33:39 きちんとこういった設計をすることで、4000 プロになっても機器が静支
持することができる設計をしているんですと。 

1:33:47 いうことを記載をしてご説明をするというそういう流れにさせていただ
ければというふうに思っております。 

1:33:55 本日いただいた内容を資料に反映をするということで今日の振り返りの
内容としてはそういったところかというふうに考えております。 

1:34:04 振り返りの方ありがとうございました。 
1:34:07 では次の資料の説明に、すいません。 
1:34:12 規制庁岡見です。ちょっと確認するの忘れてたことがあって、 
1:34:20 今日の冒頭に話のあった、十時 01 の添付 2、 
1:34:25 Ａの関係。 
1:34:28 で、 
1:34:29 この別紙 4－2 から 3－2－2－1 波及的影響を及ぼす恐れがあるところ

に、飛ばしている。 
1:34:39 ていう整理になってましたけど、 
1:34:43 今それって、 
1:34:46 十時 00024、ここに書いてありますとかって読めるんでした。 
1:34:52 井上根井社でございます。はい。今、もう一度、資料の説明かつ中身を

見て、飛んでいないことが確認できたので事実関係として合わせます。
はい。すいませんでした。 

1:35:08 はい。規制庁感じです。その上で飛ばしますかっていうことなんですけ
ど、どうします。 

1:35:16 はい、米島でございますもう一度中身を見た上で確認をしていこうとは
思いますけども、基本的に 4－2 の要は別紙 4 の中で、枠組みの中で書
き切れるかなと思いますので、そことの飛ばしは必要ないかとは思って
ました。 

1:35:32 もう一度中見て、薄整理は十分させていただきたいと思いますが、現状
そう考えてましたということでございます。以上です。 

1:35:42 はい、規制庁幹事です。わかりました。で、もう 1 点念のため確認です
けど、 

1:35:49 地震を 
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1:35:51 設計基準の耐震設計方針ですかね地震像に言えば、別紙 4－1 ですけ
ど、その内容を、 

1:36:03 冒頭目次でちょっと説明をしてもらって、 
1:36:12 295 ページですか、一応 
1:36:17 4－2 で基本的に全部すると、一方で、受けてないところがあって、それ

は地震 0002 の別紙 4－1 でいうと、 
1:36:30 10 ポツに当たるところで計算書の基本方針っていうのは、それは受けて

なくて、1.2Ｓｓじゃないや、 
1:36:41 指針 0002 の別紙 4－15 にあたる資料に飛ばしてるっていうふうに呼ん

でるんですけど、まず認識、それで合ってますか。 
1:36:54 はい。日本原燃谷口です今おっしゃっていただいた通りで、計算のやる

中身かと思いましたので、3－6－1 の側で記載をしようと思ってそちら
の方に記載をいたしました。 

1:37:07 はい、須江長官ですまず考え方はわかりました。本当にちゃんと受け切
れてるかとかっていうのはそちらでもまた、 

1:37:18 途中コメント出しましたけど、合わせてちゃんと確保していただけれ
ば、 

1:37:26 今日まだ他に資料があるんですけど、もうそちらの提示も過ぎていてと
いう状況で、どうしましょうかっていうことなんですけどちょっと短い
時間で終わるような内容でもなくて、一方で、 

1:37:42 月曜日も少し隙間わあ、ああいうそうだなっていう感じですけど、どう
しますか。 

1:37:49 はい。井上西田でございます。おっしゃっていただいてボリューム的
に、時間はかかるんだろうなと思いながら。はい。いや、 

1:38:00 我々の説明がじゃないですよ、あのやりとりに時間かかる。はい。で、
11 日月曜日現状耐震基準 03 とか、等、 

1:38:12 材料高の耐震側でのやりとりも含まれているというのもあってヒアリン
グは一応午前中、この耐震側のヒアリングの項目、ここが 

1:38:24 共通的な補足説明資料で共通的な補足的な資料もあまり多分時間はかか
らないと思ってますので、その全体の枠の中で東京のやつを都築でやら
していただくことができるかと思ってます。 

1:38:39 はい。 
1:38:40 ちょっとまたその方向で調整させていただければよろしいでしょうか。 
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1:38:46 はい。規制庁神吉です私もその方がいいかなと思ってますが、規制庁側
で今、竹田さんとか、出席してます。 

1:39:02 家にいます。 
1:39:05 月曜日の 
1:39:08 今残ってるのは地震 0002 の、別紙が三つと 1.2Ｓｓ01 っていう、そこ

が残っちゃってで、 
1:39:18 月曜日にスライドしてっていうことなんですけど、耐震はまとめてやり

たいなと思いつつ、材料構造に関しては他の部分の人もきてっていうこ
とがあるのでちょっとその辺を踏まえて、 

1:39:35 ちょっと月曜日のやりくりを調整していただけますか。 
1:39:41 はい、わかりました。現地の方の窓口を調整しまして、ちょっとこちら

の都合とかも考えながら調整したいと思います。 
1:39:52 はい。規制庁菅ですよろしくお願いしますです。その上で日本原燃から

どうしても今日何、何か話をしたいっていうことがなければ一旦はあろ
うかと思いますけど、いかがでしょう。 

1:40:06 はい。ネシアでございます。月曜日の方で調整をさせていただきたいと
思います。 

1:40:15 竹田さんの方に私から電話させていただければいいですかね。 
1:40:19 ベッド。 
1:40:22 はい。それで大丈夫。 
1:40:24 はい、わかりました。 
1:40:30 はい、じゃあ衛藤精神高野セトガワさんも、主クローズ。 
1:40:37 ぱわかりました。 
1:40:39 それでは本日の議題は以上になりますので、もう連絡事項もないという

ことでしたので、よろしければ本日のヒアリング終了しようと思います
が、いかがでしょうか。 

1:40:53 はい、日本名了解いたしました。よろしく。 
1:40:57 それではお疲れ様でした。 
1:40:59 録音てしてください。 

 


